
戦
前
期
信
託
会
社
の
不
動
産
信
託

ー

l
住
友
、
秋
田
、
近
江
信
託
の
事
例
に
よ
る
実
証
的
研
究
｜
｜

麻

島

昭

目

次

は
じ
め
に
｜
｜
課
題
と
分
析
方
法

日
本
信
託
業
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
推
移

1 
都
市
大
信
託
会
社
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
事
例
｜
｜
住
友
信
託
の
場
合

聞
社
営
業
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
地
位

2 

本
店
不
動
産
部
ハ
大
阪
）
の
実
例

地
方
信
託
会
社
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
事
例
’
l
i秋
田
信
託
、
近
江
信
託
の
場
合

秋
田
信
託
｜
｜
不
動
産
信
託
の
比
重
が
大
き
い
事
例

近
江
信
託
｜
｜
不
動
産
信
託
の
比
重
が
小
さ
い
事
例

、，

四
1 2 

五

信
託
会
社
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
意
義

は
じ
め
に
｜
｜
課
題
と
分
析
方
法

〈
課
題
）

第
二
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
（
以
下
戦
前
期
と
称
し
て
お
く
〉
の
日
本
信
託
業
の
分
析
は
、
筆
者
が
多
年
展
開
し
て
き
た
と
こ
ろ

5 
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で
あ
る
が
、
金
融
機
関
と
し
て
の
信
託
会
社
と
い
う
捉
え
方
を
す
れ
ば
、
巨
額
を
擁
す
る
金
銭
信
託
ハ
正
確
に
は
指
定
金
銭
信
託
の

6 

合
同
運
用
口
、
以
下
断
ら
な
い
と
き
は
そ
の
意
味
で
使
っ
て
い
く
）
に
関
心
が
集
ま
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
筆
者
自
身
も
こ
れ
ま
で
金

銭
信
託
を
分
析
の
中
心
に
置
い
て
き
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
資
本
主
義
の
金
融
的
側
面
を
研
究
す
る
な
ら
ば
、

諸
金
融
機
関
の
資
金
源
泉
・
資
金
運
用
の
分
析
が
不
可
欠
で
あ
り
、
信
託
会
社
の
場
合
は
そ
れ
が
金
銭
信
託
に
集
中
的
に
現
れ
る
以

上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
戦
前
期
信
託
会
社
の
地
位
を
示
す
例
示
と
し
て
、
信
託
会
社
は
普
通
銀
行
、
生
命
保
険
会

社
と
並
ん
で
金
融
市
場
に
臨
み
、
そ
の
三
種
の
金
融
機
関
を
ト
レ
ー
ス
す
る
『
金
融
三
層
』
な
る
経
済
雑
誌
が
存
在
し
た
ぐ
ら
い
で

ホ
7
G
。

し
か
し
信
託
会
社
（
戦
後
は
信
託
銀
行
〉
は
戦
前
戦
後
を
問
わ
ず
、
金
融
業
務
に
専
念
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

信
託
業
法
で
定
め
ら
れ
た
信
託
会
社
の
業
務
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
金
融
機
能
は
金
銭
の
受
託
か
ら
生
じ
た
機
能
で
あ
っ

て
、
信
託
会
社
は
そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
機
能
を
有
し
て
い
た
。
信
託
業
法
で
定
め
た
受
託
財
産
の
種
類
に
は
、
金
銭
の
ほ
か
有
価

証
券
、
不
動
産
、
動
産
、
金
銭
債
権
、
地
上
権
、
土
地
賃
借
権
が
あ
り
、
担
保
附
社
債
信
託
法
で
は
担
保
権
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
物

的
財
産
、
無
形
の
諸
権
利
も
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
信
託
業
法
は
、
信
託
会
社
に
付
随
業
務
と
し
て
限
定
的
で
は

あ
る
が
、
有
価
証
券
業
務
、
不
動
産
業
務
な
ど
い
わ
ゆ
る
手
数
料
業
務
も
認
め
て
い
た
ハ
そ
れ
は
信
託
業
務
で
は
な
く
代
理
業
務
と

し
て
で
あ
る
）
。
保
険
業
務
を
営
み
異
質
と
思
わ
れ
る
保
険
会
社
は
別
と
し
て
、
金
融
業
務
上
、
経
済
的
類
似
性
が
高
い
普
通
銀
行

と
信
託
会
社
を
比
較
す
る
と
、
不
動
産
諸
業
務
は
信
託
会
社
に
あ
っ
て
普
通
銀
行
に
は
な
い
。
い
わ
ば
信
託
会
社
は
諸
金
融
機
関
の

中
で
不
動
産
諸
業
務
を
兼
ね
て
い
る
点
で
異
色
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
受
託
業
務
と
し
て
の
不
動
産
信
託
と
代
理
業
務
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
不
動
産
業
務
を
含
め
て
「
不
動
産
諸
業
務
」
と

称
し
て
お
く
。
本
稿
の
問
題
意
識
は
、
終
局
的
に
は
信
託
会
社
の
営
ん
だ
不
動
産
諸
業
務
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。



研
究
史
的
に
み
て
、
こ
の
課
題
は
ほ
と
ん
ど
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
触
れ
た
と
し
て
も
H

不
動
産
業
務
を
営
ん
だ
u

と
い
う

き
わ
め
て
表
面
的
、
簡
単
な
記
述
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
し
て
信
託
会
社
の
不
動
産
諸
業
務
の
実
績
を
踏
ま
え
た
実
証
的
な
研
究

は
皆
無
で
あ
る
。
本
稿
は
次
に
述
べ
る
個
別
信
託
会
社
の
帳
簿
に
依
拠
し
て
、
ま
ず
不
動
産
信
託
の
実
態
解
明
に
着
手
す
る
。
続
い

て
別
稿
で
不
動
産
業
務
の
実
態
を
解
明
す
る
。
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

フ
ァ
ク
ト
フ
ァ
イ
ン
デ
イ
ン
グ
の
役
割
を
担
う

が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
大
き
な
分
析
枠
組
み
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
筆
者
の
持
つ
枠
組
み
と
の
関
係
で
あ
る
。
筆
者
は
最
近
「
戦
前
期
都
市
大
信
託
会
社
の
有
価
証
券
信
託
｜
住
友
信
託
東

一
九
九
二
年
二
月
日
第
一
論
文
〉
、
「
戦
前
期
地
方
信

京
支
店
の
事
例
に
よ
る
実
証
的
研
究
」
（
『
専
修
経
営
研
究
年
報
』
第
一
六
集
、

託
会
社
の
有
価
証
券
信
託

l
秋
田
、
近
江
信
託
の
事
例
に
よ
る
実
証
的
研
究
」
（
『
専
修
経
営
学
論
集
』
第
五
五
号
、
同
年
一

O
月
日

第
二
論
文
）
、
「
戦
前
期
信
託
会
社
の
金
銭
債
権
信
託

l
住
友
信
託
・
近
江
信
託
の
事
例
に
よ
る
実
証
的
研
究
」
（
『
専
修
大
学
穫
営
研

究
所
報
』
第
一

O
一
号
、
同
年
八
月
H
第
三
論
文
〉
を
発
表
し
た
が
、
本
稿
は
そ
の
「
第
四
論
文
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
戦
前
期
の
信
託
会
社
で
従
来
研
究
さ
れ
て
い
な
い
側
面
、
有
価
証
券
信
託
、
金
銭
債
権
信
託
、
不
動
産
信
託
を
取
り
上
げ
、
銀

戦前期信託会社の不動産信託

行
と
は
異
質
な
信
託
会
社
像
を
総
合
的
に
解
明
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
実
態
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
、
金

銭
信
託
の
み
に
関
心
が
集
中
し
て
き
た
こ
と
の
裏
返
し
と
も
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
課
題
追
求
は
、

日
本
信
託
業
の
全
体

像
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
未
聞
の
部
分
を
照
射
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
に
、
我
が
国
の
不
動
産
業
と
の
関
係
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
明
治
以
降
で
も
不
動
産
業
者
は
数
多
く
存
在
し
、
そ
の
盛
衰
の

（

sv 

歴
史
が
あ
る
が
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
不
動
産
業
の
史
的
解
明
は
進
み
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
大
手
不
動
産
業
者
の
社
史
に
も
そ
の
成

《

4
V

果
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
寡
聞
に
し
て
信
託
会
社
が
不
動
産
業
界
に
果
た
し
た
役
割
は
不
問
の
ま
ま
の
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
は

信
託
業
法
施
行
前
に
お
い
て
の
不
動
産
業
者
的
な
信
託
会
社
の
存
在
、
そ
の
活
動
の
重
要
さ
を
指
摘
し
た
作
品
を
持
つ
が
、
大
正
期

7 



・
昭
和
戦
前
期
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
稿
お
よ
び
続
稿
の
実
証
的
研
究
を
通
じ
て
不
動
産
業
界
に
お
け
る
信
託
会

8 

社
の
役
割
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

r 

第
三
に
、
不
動
産
信
託
の
ほ
か
に
付
随
業
務
と
し
て
の
不
動
産
業
務
を
分
析
視
野
に
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
不
動
産
取
り
扱
い
で

は
類
似
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
は
受
託
業
務
で
あ
っ
て
信
託
報
酬
を
取
得
し
、
後
者
は
代
理
行
為
で
あ
っ
て
手
数
料
を

取
得
す
る
。
H

不
動
産
信
託
と
す
る
か
不
動
産
業
務
と
す
る
か
u

顧
客
の
選
択
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
興
味
が
持
た
れ
る
点
で
あ
る
。

実
態
か
ら
差
異
の
手
が
か
り
を
つ
か
み
た
い
。
不
動
産
信
託
の
ほ
か
に
不
動
産
業
務
を
加
え
、
わ
ざ
わ
ざ
不
’動
産
諸
業
務
と
し
て
区

別
し
た
所
以
で
あ
る
。

た
だ
、
本
稿
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
不
動
産
信
託
に
止
め
、
不
動
産
業
務
に
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
重
ね
て
お
断
り
し
て
お

く
（
分
析
方
法
〉

第
一

1
一
ニ
論
文
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
稿
も
都
市
大
信
託
の
事
例
と
し
て
住
友
信
託
を
、
地
方
信
託
の
事
例
と
し
て
秋

田
、
近
江
両
信
託
を
対
象
と
し
た
。
い
ず
れ
も
第
一
次
資
料
で
あ
る
会
社
帳
簿
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
筆
者
に
よ
っ
て
こ
の
三
社
し
か

発
掘
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
現
在
と
し
て
は
よ
く
こ
の
三
社
分
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ

て
、
実
証
分
析
を
め
ざ
す
以
上
こ
れ
ら
帳
簿
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
さ
ら
に
限
定
さ
れ
る
の
は
、
三
社
に
し
て
も
全
期

間
的
、
本
支
店
別
に
残
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
部
分
的
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
は
発
掘
の
可
能
性
が
目
下
の
と
こ
ろ

皆
無
と
思
わ
れ
る
の
で
や
む
を
得
な
い
が
、
後
述
の
ご
と
く
こ
れ
だ
け
で
も
充
分
な
フ
ァ
ク
ト
フ
ァ
イ
ン
デ
イ
ン
グ
の
役
を
果
た
し

て
い
る
。

秋
田
、
近
江
両
信
託
は
と
も
に
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
設
立
さ
れ
た
か
ら
、
分
析
対
象
時
期
が
昭
和
戦
前
期
に
限
定
さ
れ
る



の
は
当
然
で
あ
る
。
住
友
信
託
は
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
の
設
立
で
あ
る
が
、
残
存
帳
簿
は
昭
和
期
の
も
の
で
あ
っ
て
、
対
象

時
期
は
同
様
に
昭
和
戦
前
期
に
限
定
さ
れ
る
。
帳
簿
の
中
に
は
多
少
戦
後
に
ま
た
が
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
戦
後
期
は
ま
っ
た

く
事
情
を
異
に
す
る
の
で
本
稿
で
は
戦
前
期
に
限
定
し
て
お
く
。

分
析
方
法
は
住
友
信
託
の
不
動
産
信
託
で
は
「
土
地
及
其
ノ
定
著
物
ノ
信
託
引
受
物
件
明
細
帳
」
に
よ
り
個
人
別
の
契
約
内
容
と

取
引
推
移
が
判
明
す
る
。
委
託
者
名
、
受
益
者
名
、
住
所
、
契
約
期
間
、
信
託
報
酬
率
、
信
託
目
的
、
特
約
条
項
な
ど
契
約
内
容
に

か
か
わ
る
も
の
と
、
物
件
の
種
類
ハ
宅
地
、
田
、
畑
、
山
林
、
原
野
、
建
物
な
ど
〉
、
所
在
地
、
数
量
、
金
額
、
単
価
な
ど
取
引
内

容
に
か
か
わ
る
も
の
と
が
あ
り
、
か
な
り
詳
細
で
あ
る
。
本
稿
で
の
関
心
に
従
い
、
そ
の
中
か
ら
不
動
産
信
託
利
用
者
の
性
格
、
信

託
物
件
の
性
格
、
大
き
さ
、
取
引
推
移
な
ど
、
考
察
に
必
要
な
も
の
に
限
定
す
る
。
秋
田
、
近
江
信
託
も
住
友
信
託
ほ
ど
詳
し
く
は

な
い
が
、
類
似
の
帳
簿
に
よ
っ
て
い
る
。
三
社
の
不
動
産
信
託
計
数
だ
け
で
な
く
、
個
別
契
約
の
内
容
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
意

図
し
て
い
る
。

戦前期信託会社の不動産信託

（1
〉
『
金
融
三
層
』
と
は
、
昭
和
五
年
四
月
か
ら
発
行
さ
れ
た
月
刊
誌
で
、
一
五
年
頃
ま
で
続
い
た
様
様
で
あ
る
。

ハ2
〉
戦
前
の
研
究
史
と
し
て
は
、
信
託
会
社
の
不
動
産
諸
業
務
に
触
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
著
名
な
白
井
規
矩
稚
『
日
本
信
託
業
論
』

束
郡
山
書
店
、
昭
和
一

O
年
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
し
、
栗
栖
赴
夫
『
信
託
及
付
随
業
務
の
研
究
』
文
雅
堂
、
大
正
一
三
年
は
信
託
業
法
施

行
以
前
の
信
託
会
社
の
不
動
産
管
理
業
務
に
つ
い
て
多
少
触
れ
て
い
る
（
三
七
九
J
八
四
頁
）
。
藤
原
泰
『
特
殊
信
託
研
究
』
文
雅
堂
、
昭
和

八
年
が
「
第
六
章
不
動
産
信
託
の
非
発
展
性
」
を
論
じ
て
い
る
が
、
実
証
的
な
分
析
は
一
切
な
い
。

〈

3
）
最
近
の
不
動
産
関
係
の
代
表
的
な
社
史
と
し
て
『
三
井
不
動
産
四
十
年
史
』
昭
和
六
O
年
、
『
丸
の
内
百
年
の
あ
ゆ
み
1
三
菱
地
所
社

史
』
（
上
下
）
平
成
五
年
な
ど
が
あ
る
が
、
信
託
と
の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
ζ
と
は
な
い
。

（
4
〉
不
動
産
業
史
と
し
て
は
、
最
近
、
石
見
尚
『
日
本
不
動
産
業
発
達
史
l
大
正
・
昭
和
（
戦
前
）
お
よ
び
昭
和
三
0
年
代
前
半
期
』
日
本
住

宅
総
合
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
年
一
二
月
、
不
動
産
発
達
史
研
究
会
『
不
動
産
業
に
関
す
る
史
的
研
究
〔
I
〕
』
日
本
住
宅
総
合
セ
ン
タ
ー
、
平
成

六
年
二
月
が
あ
り
注
目
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
信
託
会
社
に
つ
い
て
わ
ず
か
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
る
。

9 



（
5
）
筆
者
の
塞
泉
信
託
、
関
西
信
託
に
関
す
る
論
文
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
不
動
産
業
演
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
記
述
し
た
乙
と
が

あ
る
。
前
者
は
「
日
本
最
古
の
信
託
会
社
｜
東
京
信
託
の
分
析
」
『
信
託
』
復
刊
四
七
号
、
昭
和
三
六
年
六
月
、
後
者
は
「
大
阪
に
お
け
る
代

表
的
信
託
会
社
｜
関
西
信
託
の
分
析

ωω
」
『
同
』
四
九
号
、
五
O
号
、
三
六
年
一
二
月
、
三
七
年
四
月
で
あ
る
。

10 

日
本
信
託
業
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
推
移

う）、
一
般
に
金
融
機
関
と
不
動
産
と
の
関
係
で
は
、
貸
付
金
の
担
保
と
し
て
の
不
動
産
（
担
保
流
れ
と
し
て
の
不
動
産
取
得
も
あ
ろ

余
剰
資
金
に
よ
る
投
資
不
動
産
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
銀
行
、
信
託
、
保
険
い
ず

店
舗
等
の
営
業
用
不
動
産
、

れ
も
共
通
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
考
察
の
対
象
と
は
し
な
い
。
問
題
は
他
の
金
融
機
関
で
行
っ
て
い
な
い
不
動
産
諸
業
務
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
取
り
あ
え
ず
、
受
託
業
務
と
し
て
の
不
動
産
信
託
の
推
移
に
限
定
し
て
お
く
。

不
動
産
信
託
は
信
託
業
法
上
は
「
土
地
及
其
ノ
定
著
物
ノ
信
託
」
と
称
し
、
建
物
、
付
属
物
が
対
象
と
さ
れ

る
。
理
念
的
に
は
信
託
目
的
と
し
て
管
理
、
運
用
、
処
分
が
考
え
ら
れ
る
が
、
処
分
は
信
託
す
る
ま
で
の
こ
と
も
な
く
、
運
用
も
例

土
地
、

構
造
物
、

は
少
な
く
、
多
く
が
管
理
目
的
で
あ
っ
た
。

一
般
的
に
い
え
ば
、

不
動
産
信
託
が
発
生
す
る
場
合
は
、
①
不
動
産
所
有
者
に
管
理
能

力
が
欠
如
ま
た
は
不
足
し
て
い
る
か
（
た
と
え
ば
委
や
子
が
遺
産
を
相
続
し
て
も
管
理
運
用
の
知
識
を
持
た
な
い
と
か
、
所
有
者
が

多
忙
の
た
め
管
理
す
る
余
裕
が
な
い
と
か
、
大
量
の
不
動
産
を
所
有
す
る
か
あ
る
い
は
多
数
箇
所
に
所
有
し
て
い
て
管
理
し
き
れ
な

②
不
動
産
所
有
者
が
不
動
産
所
在
地
に
不
在
の
た
め
自
ら
の
管
理
が
不
能
か
〈
た
と
え
ば
海
外
赴
任
の
た
め
長
期
に
不

在
と
な
る
と
か
、
も
と
も
と
遠
隔
地
に
居
住
し
て
い
る
と
か
）
、

い
な
ど
て

③
自
ら
管
理
す
る
よ
り
委
託
し
た
方
が
経
済
的
で
あ
る
か
、

④ 
不

動
産
を
積
極
的
に
運
用
し
て
収
益
向
上
を
図
る
な
ど
で
あ
る
。

戦
前
の
日
本
信
託
業
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
推
移
を
追
っ
て
み
る
と
、
第
1
衰
の
ご
と
く
で
あ
る
。
大
正
一
三
年
下
期
、
全
国



全国信託会社の不動産信託の推移 〈単位： 千円〉

金額ca)L一一れ〈円－） ｜信託財産総額〈寸 a/b(%) 数

大正13 80 6,683 83,549 156,159 4.28 

14 121 11,090 91,659 327,614 3.39 

15 191 19,848 103,919 613,340 3.24 

昭和 2 252 23,524 93,351 926,056 2.54 

3 332 24,411 73,528 1,267,864 1. 93 

4 395 27,075 68,546 1,436,365 1. 88 

5 450 27,895 61,989 1,429,156 1. 95 

6 487 29,266 60,094 1,474,822 1. 98 

7 534 30,143 56,447 1,460,811 2.06 

8 597 32,536 54,499 1,615,747 2.01 

9 641 32,566 印 ，805 1,826,570 1.78 

10 717 32,722 45,638 2,029,156 1. 61 

11 743 34,972 47,069 2,242,587 1. 56 

12 793 35,712 45,035 2,396,562 1. 49 

13 863 42,982 49,805 2,712,862 1. 58 

14 964 51,289 53,204 3,185,808 1. 61 

15 1,089 57,227 52,550 3,516,990 1. 63 

16 不 詳 61,218 不 詳 3,837,857 1. 60 

17 63,692 4,294,014 1. 48 

18 65,194 5,225,046 1. 23 

19 69,267 6,538,7位 1.伺

口（下期末）｜

〔備考〕 『銀行局年報』 r信託協会会報』より計算の上作成。下期末は11月末だが，18年か

ら翌年3月末。

で
僅
か
八

O
口
で
ス
タ
ー
ト
し
た
不
動

産
信
託
は
、
日
本
信
託
業
の
第
二
の
黄

金
時
代
と
い
わ
れ
る
昭
和

一一

年
下
期

で、

ま
だ
七
四
三
口
、
三
四
九
七
万
円

の
残
高
、
信
託
財
産
は
二
二
億
四
二
五

九
万
円
で
あ
る
か
ら
、
僅
か
一
・
五
六

%
の
比
重
に
過
ぎ
な
い
。
敗
戦
間
近
い

ニ
O
年
三
月
期
で
不
動
産
信
託
は
六
九

二
七
万
円
、

信
託
財
産
六
五
億
三
八
七

O
万
円
の
一
・

O
六
%
に
下
が
っ

て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

不
動
産
信
託
は
大
正

末
期
で
こ
そ
信
託
財
産
の
三
l
四
%
を

占
め
た
が
、
多
少
の
上
下

を
伴
い

つ

つ
、
傾
向
と
し
て
低
下
を
続
け
、
信
託

財
産
の
大
勢、

つ
ま
り
金
銭
信
託
の
伸

び
か
ら
置
い
て
け
ぼ
り
を
喰
っ
た
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
顧
客
は
白
木
全
体

，，‘ 

か
ら
み
て
も
ご
く
少
数
の
資
産
家
層
と

1



第2表全国不動産信託の期間別／金額別内訳 〈単位：千円〉

＼＼＼＼  
昭和2年下期 昭和4年下期 昭和11年下期 昭和15年下期

口数金額構成比 口数｜金 額構成比 口数｜金 額構成比 口数金額構成比

10年以上 44 4,247 18.1 150 10,033 37.1 472 24,296 69.5 8伺 45,626 79.7 

期 5年以上 48 2,610 11.1 85 3,303 12.2 163 6,478 18.5 191 6,160 10.8 

2年 41 1,287 5.5 49 2,183 8.1 53 1,481 4.2 49 3,998 7.0 
間

2年未満 7 174 0.7 5 879 3.2 10 お8 1. 1 4 174 0.3 

ZIJ 無期間 112 15,204 64.6 1伺 10,675 39.4 45 2,327 6.7 36 1,266 2.2 

合計 252 23,524 100.0 395 27，σ75 100.0 743 34,972 100.0 l，倒9 57,227 100.0 

10万円以上 45 18,882 80.3 61 19,387 71. 7 92 21,722 62.1 131 35,530 62.1 
金

1万円 127 4,281 18.2 2伺 7,1σ1 26.2 378 12,104 34.6 565 19,917 34.8 
額

500円以上 78 360 1. 5 124 580 2.1 262 1,141 3.3 882 1,775 3.1 
g1J 

500円未満 2 1 。2 1 。11 3 。11 4 。
〔備考〕 『銀行局年報』より計算の上作成。
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「
一
O
年
以
上
」

一
八
%
と
大
差
が
あ
っ
た
が
、
次
第
に
変
化
し
て
一
一
年
下
期
で
は
「
期
間
の
定
め
な
き
も
の
」
が
七
%
と
な

ま
で
増
加
す
る
。

り
、
七
O
%
ま
で
が
「
一
O
年
以
上
」
で
あ
っ
て
、
完
全
に
逆
転
し
た
。
そ
し
て
一
五
年
下
期
に
は
一
O
年
以
上
が
ほ
ぼ
八
O
%
に

一
一
年
以
降
不
動
産
信
託
は
長
期
間
で
あ
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
年
下
期
で
は
「
一
O
万

円
以
上
」
が
八
O
%
を
占
め
て
い
た
の
に
、
次
第
に
低
下
し
て
一
一
年
下
期
に
は
六
二
%
へ
、
「
一
万
円
以
上
」
が
三
五
%
へ
と
上
昇

し
て
い
る
。
一
五
年
下
期
で
も
変
わ
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
期
聞
は
長
期
化
し
、
金
額
は
や
や
小
口
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。
金
銭
信

託
の
一
口
当
た
り
が
約
九
O
O
O
円
で
あ
る
か
ら
、
「
一
万
円
以
上
一
O
万
円
未
満
」
は
、
か
な
り
大
き
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

各
社
別
に
整
理
し
た
の
が
第
3
表
で
あ
る
が
、
戦
時
体
制
期
ま
で
視
野
に
入
れ
る
必
要
か
ら
昭
和
四
年
下
期
、

第 3表不動産信託各

己主J

[!. 

16/11 

6,282 
3,455 
11,870 
4,198 

11/11 

4,615 
2，的0
3,059 
3,964 

3,493 I 
1,377 I 

904 I 
2,011 I 

名

井
菱
友
図

社

三
三
住
安

3,375 
2,166 

5,258 
7,728 

829 
768 

2,006 

2,096 
4,643 
287 
226 

同
西
池
崎
村

共
関
鴻
川
野

814 

159 I 

724 I 

126 I 

140 
44 
591 

6,390 
1,390 
398 

虎屋
千代田
織回
大信社
加島
国際

一
一
年
下
期
、

732 

127 ~i 40 618 
27 136 i~~ 

5~g 
596 
18 20 

17 141 141 

1~~ 118 
259 409 

101 
47 ~gg 74 302 
67 116 302 
102 90 

1,206 911 947 
49 41 

1~: 186 290 

メ、
匹高 61,218 司必句，n

『

d
aaτ 。。｜机0751

『信託協会会報』より作成。

計

〔備考〕

13 



〈単位：千円〉

7ト＼
昭和 4 年下期

社数｜ 信託財産総額何）｜不動産信託制／ b/a(%) 

回大財閥系信託 4 1,001,089 7,792 0.78 

準大手信託 4 246,190 7,252 2. 94 

東京・大阪の中小信託 10 124,715 9,190 7.37 

地方信託 19 64,371 2,840 4.41 

合計 37 1,436,365 27,075 1.88 

昭和 11 年下期

四大財閥系信託 4 1,498,138 13,729 0.92 

準大手信託 5 617,680 16,589 2.69 

東京・大阪の中小信託 5 41,558 1,321 3.18 

地方信託 17 85,211 3,332 3.91 

合計 31 2,242,587 34,972 1. 56 

昭和 16 年下期

四大財閥系信託 4 2,518,317 25,805 1. 02 

準大手信託 3 1,066,942 27,031 2.53 

東京・大阪の中小信託 2 84,727 1,546 1. 82 

地方信託 10 167,872 6,836 4.07 

合計 19 3,837,858 61,218 1. 60 

不動産信託の比重〈信託会社グループ別〉第 4表

六
年
下
期
の
三
時
点
を
と
っ
た
。
四
年
か

4，，‘ 

ら
一
一
年
に
か
け
て
は
緩
慢
な
増
加
に
み

え
る
が
、
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
た
信
託
大

信
社
、
加
島
信
託
、
盛
岡
信
託
、
千
代
田

信
託
や
、
関
西
信
託
に
合
併
さ
れ
た
名
古

屋
信
託
を
除
く
と
、
四
年
下
期
一
八
九
七

『信託協会会報』より計算の上作成。千円未満切捨。

万
円
が
三
四
九
七
万
円
へ
一
・
八
倍
の
伸

び
と
な
る
か
ら
、

一
一
年
か
ら
一
六
年
に

か
け
て
の
伸
び
一
・
八
倍
と
比
較
し
て
同

等
の
増
加
と
い
え
よ
う
。

一
六
年
ま
で
に

消
滅
し
た
共
同
、
関
西
、
鴻
池
は
合
併
し

て
三
和
信
託
と
な
り
、
虎
屋
信
託
、
仙
台

信
託
、
南
海
信
託
、
奈
良
信
託
、
讃
岐
信

託
は
三
和
信
託
に
吸
収
さ
れ
、
廃
業
は
大

正
興
業
信
託
、
青
森
信
託
だ
け
で
あ
っ
た

一
六
年
の
不
動
産
信
託
金
体
は
消

滅
し
た
信
託
会
社
分
も
ほ
ぼ
引
き
継
ぎ
つ

か
ら
、

〔備考〕

つ
発
展
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。



A
P

，・
a
J

ム

er

不
動
産
信
託
が
い
か
な
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
受
託
さ
れ
て
い
た
か
を
み
た
の
が
第
4
表
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
四
大
財
閥
系

信
託
〈
三
井
、
三
菱
、
住
友
、
安
田
の
各
信
託
）
、
②
準
大
手
信
託
〈
関
西
、
共
同
、
鴻
池
、
川
崎
、
野
村
の
各
信
託
、
前
三
社
は

合
併
後
三
和
信
託
）
、
③
東
京
・
大
阪
に
お
け
る
中
小
信
託
、
④
地
方
信
託
に
分
け
て
み
る
と
、
昭
和
四
年
下
期
で
は
東
京
・
大
阪

に
お
け
る
中
小
信
託
が
最
大
の
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て
い
る
が
、
信
託
大
信
社
が
異
常
に
多
い
た
め
で
、
そ
れ
以
外
の
中
小
信
託
に
は

多
額
な
も
の
は
な
い
。
地
方
信
託
は
数
こ
そ
多
い
が
、
受
託
高
は
僅
か
で
あ
る
。

一
一
年
下
期
に
な
る
と
多
額
だ
っ
た
信
託
大
信
社

が
す
で
に
消
滅
し
、
中
小
信
託
が
淘
汰
さ
れ
た
の
で
、
③
グ
ル
ー
プ
の
受
託
高
そ
の
も
の
が
激
減
し
た
。
①
と
②
の
両
グ
ル
ー
プ
、

特
に
準
大
手
信
託
が
増
加
し
て
四
大
財
閥
系
信
託
を
凌
駕
し
た
。
④
の
地
方
信
託
も
非
発
展
的
で
あ
る
。
一
六
年
下
期
に
な
る
と
そ

れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
受
託
高
が
増
加
し
た
が
、
業
界
構
造
は
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
。
四
大
財
閥
系
信
託
と
準
大
手
信
託
が
不
動

産
信
託
受
託
高
に
占
め
る
比
重
は
、
昭
和
四
年
下
期
五
五
・
六
%
、
一
一
年
下
期
八
六
・
七
%
、
二
ハ
年
下
期
八
六
・
三
%
と
推
移

し
、
大
信
託
へ
の
集
中
度
は
一
一
年
ま
で
に
急
上
昇
し
た
。
し
か
し
信
託
財
産
総
額
に
お
け
る
同
様
な
比
重
を
計
算
し
て
み
る
と
、

八
六
・
八
%
、
九
四
・
三
%
、
九
三
・
四
%
と
一

層
高
く
、
金
銭
信
託
で
の
集
中
度
が
極
め
て
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

戦前期信託会社の不動産信託

不
動
産
信
託
で
の
集
中
度
が
高
い
と
は
い
え
、
金
銭
信
託
の
そ
れ
に
は
ま
だ
及
ば
な
か
っ
た
。
ま
た
、
金
銭
信
託
で
は
四
大
財
閥
系

信
託
だ
け
で
七
割
を
超
え
る
ほ
ど
に
集
中
し
て
い
る
の
に
対
し
、

不
動
産
信
託
で
は
準
大
手
信
託
の
比
重
が
一
一
年
下
期
か
ら
四
大

財
閥
系
信
託
を
上
回
り
、
金
銭
信
託
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
み
せ
て
い
る
。
関
西
、
共
同
信
託
が
四
大
財
閥
系
信
託
各
社
と
互
角
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
の
受
託
実
績
を
誇
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
一
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
四
大
財
閥
系
信
託
、
準
大
手
信
託
が
受
託
増
加
を
み
せ
た
。
地
方
信
託
も
一
見
発
展
し
た
よ
う
に

み
え
て
も
、
兵
庫
大
同
信
託
が
急
増
し
た
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
地
方
信
託
の
増
加
は
問
題
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
。
た

だ
地
方
信
託
の
不
動
産
信
託
は
少
な
い
と
は
い
え
、
信
託
財
産
の
中
で
の
比
重
は
三
時
点
で
四
・
四
一
%
、
三
・
九
一
%
、
四
・

O
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七
%
の
ご
と
く
、
他
グ
ル
ー
プ
よ
り
は
高
い
。
逆
に
言
え
ば
、
他
グ
ル
ー
プ
、
特
に
四
大
財
閥
系
信
託
は
金
銭
信
託
の
吸
収
力
が
強

16 

い
た
め
、
不
動
産
信
託
の
比
重
は
き
わ
め
て
低
く
（
一
%
前
後
）
、

託
の
比
重
が
高
く
表
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

地
方
信
託
で
は
金
銭
信
託
が
集
ま
ら
ず
、

相
対
的
に
不
動
産
信

本
稿
で
対
象
と
す
る
住
友
信
託
は
い
う
ま
で
も
な
く
四
大
財
閥
系
信
託
に
属
し
、

一
一
年
下
期
で
は
そ
の
中
で
突
出
し
た
受
託
高

を
示
し
、
秩
回
、
近
江
信
託
は
地
方
信
託
に
属
す
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
秋
田
信
託
は
地
方
信
託
の
中
で
も
不
動
産
信
託
の
比
重

の
高
い
方
、
近
江
信
託
は
低
い
方
に
属
し
対
照
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
が
国
の
不
動
産
信
託
に
は
特
殊
事
情
が
存
在
す
る
。

第
一
に
、
農
地
の
信
託
が
大
蔵
当
局
の
行
政
指
導
に
よ
り
抑
制
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
地
主
が
小
作
地
を
信
託
す
れ

ば
、
小
作
争
議
発
生
の
場
合
、
管
理
責
任
を
持
つ
信
託
会
社
に
小
作
人
が
押
し
掛
け
、
信
託
会
社
が
矢
面
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
他

の
委
託
者
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
が
あ
る
、
し
た
が
っ
て
信
用
を
重
ん
じ
、
健
全
で
あ
る
べ
き
信
託
会
社
が
農
地
を
受
託
す
べ
き

で
は
な
い
、
と
い
う
論
理
で
あ
っ
た
。
農
地
の
信
託
が
禁
止
さ
れ
れ
ば
、
土
地
の
大
部
分
を
占
め
る
農
地
が
不
動
産
信
託
の
対
象
か

ら
脱
落
す
る
こ
と
に
な
り
、
不
動
産
信
託
発
展
の
可
能
性
が
大
き
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
地
主
小
作
関
係
が
広
範
に
み

ら
れ
、
小
作
争
議
が
激
化
す
る
情
勢
の
下
で
、
当
局
は
農
地
信
託
を
危
険
視
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
の
ち
に
み
る
よ
う
に
秋
田

信
託
で
は
農
地
信
託
は
少
な
か
ら
ず
受
託
さ
れ
て
お
り
、
通
説
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

不
動
産
信
託
に
か
け
ら
れ
る
登
録
税
が
重
く
、
不
動
産
信
託
の
発
展
を
阻
省
一
周
し
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
登
録
税

が
価
額
比
例
で
あ
る
た
め
、
大
口
物
件
で
は
税
負
担
を
重
く
感
じ
、
委
託
を
や
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
信
託
業
界
は
価
額
比
例
に

第
二
に
、

代
わ
っ
て
、

一
件
い
く
ら
の
定
額
制
を
繰
り
返
し
要
望
し
た
が
、
当
局
は
応
じ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
積
極
的
に
受
託
拡
大
に
取
り
組
む
意
欲
に
乏
し

い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
不
動
産
は
文
字
通
り
H

動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
。
財
産
で
あ
っ
て
、
か
つ
個
別
性
が

第
三
に
、
不
動
産
信
託
は
受
託
者
に
と
っ
て
低
採
算
で
あ
る
こ
と
、



強
い
た
め
、
分
別
管
理
の
原
則
が
貫
徹
さ
れ
、
合
同
運
用
可
能
な
金
銭
信
託
と
比
較
す
れ
ば
管
理
コ
ス
ト
は
割
高
と
な
ら
ざ
る
を
得

：
、
。

ち
し以

上
の
諸
点
は
、
不
動
産
信
託
が
金
銭
信
託
、
有
価
証
券
信
託
と
比
較
し
て
相
対
的
不
振
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
な
る
。
第
一
、

第
二
は
明
ら
か
に
日
本
独
特
の
事
情
と
い
え
る
が
、
第
三
は
そ
れ
だ
け
で
は
日
本
独
特
と
は
い
え
ま
い
。
日
本
の
場
合
、
信
託
会
社

が
金
融
分
野
に
お
け
る
伝
統
的
な
分
業
主
義
の
下
、
信
託
専
業
者
と
し
て
自
立
す
る
に
は
、
採
算
不
芳
な
業
務
を
敬
遠
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
加
味
す
れ
ば
相
対
的
不
振
の
理
由
に
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

都
市
大
信
託
会
社
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
事
例
｜
｜
住
友
信
託
の
場
合

同
社
営
業
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
地
位

こ
こ
で
の
分
析
対
象
は
住
友
信
託
本
店
に
お
け
る
不
動
産
信
託
で
あ
る
。
地
域
的
に
は
大
阪
に
所
在
す
る
本
店
の
営
業
区
域
で
の

受
託
で
あ
る
が
、
同
社
全
体
に
お
け
る
本
店
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
戦
前
期
の
同
社
に
は
本
店
、
東
京
支
店
、
福

戦前期信託会社の不動産信託

岡
支
店
、
名
古
屋
支
店
で
不
動
産
信
託
の
実
績
を
持
つ
が
、
信
託
業
に
と
っ
て
第
一
の
黄
金
時
代
で
あ
る
昭
和
四
年
下
期
（
一
一
月

末
）
、
第
二
の
黄
金
時
代
で
あ
る
一
一
年
下
期
、
戦
時
体
制
期
の
最
中
H
太
平
洋
戦
争
直
前
の
一
六
年
下
期
の
三
時
点
で
本
支
店
を

比
較
し
た
の
が
第
5
表
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
次
の
諸
点
が
結
論
さ
れ
る
。

第
一
に
、
昭
和
田
、
一
一
年
で
は
本
店
の
不
動
産
信
託
が
、
同
社
全
体
で
圧
倒
的
比
重
を
占
め
て
い
る
が
（
残
高
で
九
割
前
後
）
、

一
六
年
で
は
東
京
支
店
で
の
受
託
が
に
わ
か
に
増
加
し
て
、
本
店
に
措
抗
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
正
確
に
い
え
ば
一
三
年
に
東
京
支

店
の
受
託
が
急
増
し
た
か
ら
で
あ
る
。
福
岡
支
店
も
急
増
し
、
本
店
で
も
一
一
年
と
比
較
す
れ
ば
倍
増
し
て
い
る
の
で
、
本
支
店
そ

17 

れ
ぞ
れ
で
不
動
産
信
託
が
増
加
し
た
わ
け
で
あ
る
。
中
で
も
東
京
支
店
の
急
増
振
り
が
目
立
っ
た
。
第
3
表
で
み
た
よ
う
に
、
住
友



第S表住友信託の不動産信託（本支店別〉 〈金額単位：千円〉

本 店 東京支店 福岡支店 名古屋支店 メι司益、 計
時期 区 分

日制残高 ロ制残高口数 残高 口数 残高 口数 残高

昭 4/11受託合計 12 853 1 40 14 905 

平均値 @71 @40 @11 @65 

金 10万円以上 2 412 2 412 

額 1万円以上 9 436 1 40 1 11 11 488 

5.llJ 500円以上 1 5 1 5 

期 10年以上 1 81 1 40 1 11 3 133 

間 5年以上 5 525 5 525 

5.liJ 2年以上 6 247 6 247 

昭11/11受託合計 40 2 166 61 3,060 

平均値 @50 

10万円以上 8 8 1,494 

l万円以上 29 1 137 42 1,503 

500円以上 3 29 11 63 

10年以上 10 117 19 l, 100 

5年以上 25 1 28 33 1,702 

2年以上 5 20j 9 258 

78 5,544 41 1 155 160 11,871 

@71 @155 @74 

16 3,519 'I 1 155 26 8,195 

54 l,96C 24 104 3，必8

8 64 10 2 30 187 

43 3,42C 26 83 8,298 

27 1,248 13 1 155 58 1,927 

8 877 2 α 19 1,646 

〔備考］ 住友信託の楽器報告書より計算の上作成。
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信
託
が
業
界
の
中
で
も
突
出
し
た
増
加
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
昭
和
四
年
で
僅
か
一
四
口
、

一
一
年
で
六
一
口
に
増
加
し
た
が
、

一
六
年
で
も
一
六

O
ロ
に
過
ぎ
ず
、
金
銭
信
託
と
比

較
す
れ
ば
委
託
者
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
（
別
稿
で
検
討
し
た
有
価
証
券
信
託
の
委
託
者
も
同
様
な

姿
で
あ
っ
た
）
。

福
岡
支
店
に
は
各
一
口
の
受
託
が
あ
っ
た
だ
け
で
、

一
一
年
ま
で
に
若
干
受
託
口
数
は
ふ
え
た

四
年
で
は
東
京
、

が
、
な
お
も
本
店
が
全
体
の
三
分
の
こ
を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
六
年
に
は
本
店
は
五
割
弱
と
な
り
、
東
京
、
福
岡
両
支
店
合

計
が
本
店
を
上
回
る
口
数
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、

一
口
当
た
り
の
平
均
値
を
計
算
し
て
み
る
と
、
本
店
は
一
貫
し
て
七
万
円
前
後
で
大
口
性
を
保
っ
て
い
る
。
四
年
、

一
年
の
東
京
支
店
は
三

i
四
万
円
、
福
岡
支
店
に
至
っ
て
は
一
万
円
強
と
相
対
的
に
小
さ
く
、
・
本
店
ほ
ど
の
大
口
が
な
か
っ
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
確
か
に
本
店
に
は
一

O
万
円
以
上
の
大
口
が
幾
人
か
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
六
年
で
は
東
京
、
福
岡
に
も
一

O
万

円
以
上
の
大
口
が
出
現
し
、
平
均
値
は
東
京
が
約
一
二
万
円
で
本
店
よ
り
多
額
で
あ
り
、
福
岡
も
三
倍
の
三
万
円
強
へ
と
変
化
し

た
。
ま
た
名
古
屋
支
店
の
唯
一
の
受
託
が
一
六
万
円
弱
の
大
口
で
あ
っ
た
こ
と
も
目
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
本
店
以
外
で
に
わ
か
に
大

戦前期信託会社の不動産信託

口
の
受
託
が
出
現
し
た
わ
け
で
、
と
く
に
東
京
支
店
で
は
例
外
的
な
大
口
受
託
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

第
四
に
、
受
託
期
間
は
四
、

一
一
年
で
は
「
五
年
以
上
」
が
中
心
的
で
あ
る
が
、

「一

O
年
以
上
」
が
本
支
店
を
通
じ
て
早
く
か

ら
あ
っ
て
、

一
六
年
で
は
「
一

O
年
以
上
」
に
中
心
が
移
っ
た
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に
、

一
六
年
時
点
で
は
大
口
化
、
長
期
化
が

急
速
に
進
み
、
と
く
に
支
店
で
目
立
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
店
受
託
分
は
四
、

一
一
年
段
階
ま
で
は
全
社
を
代
表
し
う
る
ほ
ど
大
き
な
比
重
を
占
め
、
大
口
委
託
者
が
多

一
ロ
平
均
値
は
全
国
水
準
よ
り
多
額
で
、
大
信
託
ら
し
い
大
口
性
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
一
六

か
．っ
た
の
で
あ
る
。
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年
段
階
に
な
る
と
、
本
店
の
地
位
は
下
が
り
、
急
増
し
た
東
京
支
店
が
浮
上
し
て
く
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で
の
分
析
対
象
が
本
店
で



あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
社
全
体
を
相
当
程
度
代
表
し
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

ハ
1
〉
住
友
信
託
の
不
動
産
信
託
は
、
す
で
に
筆
者
が
『
住
友
信
託
銀
行
五
十
年
史
』
の
中
で
若
干
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
と
で
は
紙
幅
の
関

係
土
、
ま
た
「
社
史
」
の
制
約
上
、
十
分
に
考
察
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
を
意
識
し
た
上
で
、
帳
簿
ベ
l
ス
に
踏
み
込
ん
で
よ
り

詳
細
に
考
察
を
深
め
て
い
る
。
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2 

本
店
不
動
産
部
〈
大
阪
）
の
実
例

さ
て
、
本
店
不
動
産
部
で
受
託
し
た
不
動
産
信
託
は
創
業
以
来
、
昭
和
二

O
年
頃
ま
で
に
一
四
七
口
（
実
人
数
一
三
五
人
）
が
確

認
さ
れ
る
が
、
第
6
表
に
示
し
た
の
は
そ
の
う
ち
明
細
が
判
明
し
た
九
六
日
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
複
数
ロ
の
委
託
者
（
前
田
栄
治
郎

六
日
、
藤
原
伊
兵
衛
、
吉
田
光
太
郎
各
二
口
）
が
い
る
の
で
、
実
人
数
は
八
九
人
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
基
本
的
に
は
、
乙
の
九
六

ロ
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

（
1
）
信
託
契
約

委
託
者
が
自
己
以
外
に
受
益
者
を
定
め
て
い
る
ケ

l
ス
は
二
人
に
過
ぎ
な
い
。
ほ
ぼ
す
べ
て
が
委
託
者
兼
受
益
者
、
す
な
わ
ち
自

益
信
託
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
信
託
利
用
が
管
理
能
力
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
発
生
す
る
こ
と
を
前
述
し
た
が
、
親
権

お
そ
ら
く
未
成
年
等
の
理
由
か
ら
不
動
産
所
有
者
が
管
理
能
力
に
乏
し
い
ケ

1
ス
で
あ
る
こ

者
、
後
見
人
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、

と
を
意
味
し
、
そ
の
数
は
八
九
人
中
親
権
者
七
人
、

後
見
人
四
人
で
あ
っ
て
（
計
一
一
人
、

一
ニ
・
三
%
）
、

一
三
五
人
に
拡
張
し

た
場
合
で
も
親
権
者
二
人
、
後
見
人
二
人
を
追
加
す
る
程
度
で
あ
る
〈
計
一
五
人
、

一
一
・
一
%
）
。
ま
た
女
名
義
が
二
二
人
あ
り
、

一
三
五
人
に
拡
張
す
れ
ば
さ
ら
に
七
人
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
計
二
九
人
、
一
二
・
五
%
）
。

女
名
義
の
す
べ
て
を
管
理
能

力
不
十
分
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
幾
人
か
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
管
理
能
力
不
十
分
を
最
大
に
見
積
も
っ
て



も
三
割
程
度
で
あ
り
、
不
動
産
信
託
の
委
託
者
の
大
部
分
は
自
益
信
託
で
、

す
る
ケ
l
ス
と
い
え
よ
う
。

一
応
管
理
能
力
を
持
ち
な
が
ら
何
ら
か
の
理
由
で
信
託

信
託
目
的
を
み
る
と
、
管
理
目
的
の
場
合
が
六
八
口
、
管
理
及
び
処
分
目
的
の
場
合
が
二
八
口
で
あ
っ
た
。
処
分
目
的
は
不
動
産

信
託
で
は
意
味
が
薄
い
と
前
述
し
た
が
、
現
実
は
、
管
理
の
過
程
な
い
し
結
果
に
お
い
て
処
分
の
可
能
性
を
考
え
て
の
「
管
理
及
処

分
」
と
思
わ
れ
る
。
九
六
日
を
み
る
限
り
運
用
目
的
を
掲
げ
る
者
は
な
く
、
も
と
も
と
帳
簿
の
記
載
予
定
に
は
管
理
と
処
分
だ
け
が

あ
っ
て
、
運
用
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（2
）
契
約
時
期

戦
前
期
の
受
託
は
年
間
ど
の
程
度
の
頻
度
で
発
生
し
た
の
か
。

昭

二

三

a

一一一

b
・：（一一〉

五

六

二

四

（
六
〉
〈
五
〉

七

一O一一一、‘－，， 

八

九
三

八

六
一
三

四

戦前期信託会社の不動産信託

八六一

一二七七

八五三

二一回

四四五

0 九六

一

七

一

八

一

九

計

九

七

四

九

六

九
三
ニ
X
一
三
こ
四
七

右
欄
同
は
九
六
口
が
ど
の
年
に
幾
口
受
託
さ
れ
た
か
を
表
し
、
左
欄
川
は
一
四
七
日
に
つ
い
て
で
あ
る
。
括
弧
内
は
年
度
が
特
定

で
き
ず
一
部
推
定
を
含
み
、
ニ
ー
四
年
は
ま
っ
た
く
特
定
で
き
な
い
。

帳
簿
の
契
約
番
号
か
ら
類
推
す
る
と
、
大
正
一
四
年
七
月
の
創
立
以
来
、
昭
和
二
年
五
月
の
第
六
号
ま
で
の
聞
に
五
日
が
あ
っ
た

こ
と
は
断
定
で
き
る
の
で
、
四
年
ま
で
の
五
年
間
は
年
平
均
三
日
程
度
の
受
託
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
後
昭
和
七
年
の
二
口
を

除
け
ば
、
少
な
く
と
も
年
間
五
、
六
口
、
多
い
年
は
一

O
口
以
上
の
受
託
で
あ
っ
た
。
九
年
を
別
と
し
て
戦
時
体
制
下
の
一
回
、

五
年
、

一
八
、

一
九
年
が
多
い
。
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〈金額単位：円〉

管理報酬l矧土地｜建物｜ω ｜計 備考

0.003 33,143 6,000 紙 ω吋 ；大大阪市西区西長掘北通り
0.0045 15,379 14,621 30, 阪市東区淡路町

0.003 262,093 45,283 307,376 大阪市東区東雲町

o.αl08 76,320 40,131 116,451 大阪府泉北郡高石町

，（），α)6 14,971 7,100 22,071 大阪市東区久宝寺町

-0. 005 0.01 32,375 8,827 41,202 大阪市天王寺区烏ケ辻町

0.005 59,172 ll, 194 70,366 大阪市東区東雲町

0.003 38,725 5, 30~ 44,027 大阪市東区塩町

-0. 005 0.01 41,947 10,246 52,193 大阪市住吉区阿倍野筋

0.α）7 0.02 5,050 1,458 6,5伯 大阪市北区滝川町

0.003 210,961 210,961 神戸市兵庫区松原通り

0.0038 54,102 12,630 66,732 大阪市東区内本町

0.005 12,170 12.170兵庫県有馬郡有野村

・O. 0058 113,915 20,596 134,511 大阪市浪速区新川 2丁目

0.005 53,994 16,851 70,845 大阪市此花区亀甲町

-0.α）2 37,641 1,225 38,866 神戸市神戸区下山手通り

-0. 003 0.01 18, 25( 18，り

0.00197 0.01 18,651 6,780 25, 

-0. 0015 0.01 16,992 9,070 26, 

・0.003 6,769 12,669 19, 

-0. 004 0.01 16,45α 16，り

0.004 40,186 12,821 53, 3丁

-0. 006 0.02 ・16, 160 16. 

-0. 002 28,452 28, 通り

-0. 004 11,258 7,642 18，り

0.005 11,529 2,915 14, 

0.005 4,309 19,806 24, 

0.0045 119,731 12,476 

0.005 70,01α 13,954 83, 宮町

0.002 29,61引 4,978 34,595 大阪市西区幸町

0.003 27,41日 7,347 34,762 大阪市天王寺区非回院町
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警｜受託者｜｜住 所｜契約臼｜問問解約日｜認

；J 

5同小堀喜八郎｜｜神戸市葺合区骨量池通り｜昭11. 4. 15! 

5対荻野字のえ｜ ！大阪府豊能郡池田町｜昭11. 5. 28! 

581飛鳥井正造｜ ｜大阪市南区日本橋筋岡11.6. 23! 

60：山本次郎｜親｜大阪府豊能郡箕面村岡11.11. 16 

611住友保丸｜｜大阪市天王寺区悲回院｜昭11.12. 161 o: 
町 I I I 

::1：：理：11:::::::::~1:~~: 1~: ~:!29. ~~I 
町｜｜｜

内
4
E
1
u

。、u
p

片
山
守

4uz

’Ad
“

宮

内

u

nwd
弓

，

内

3

4

－

q
d
内

S
h
u
n
o

qa

句。。。内
a

h
F
0
2
併

の
a
n
L

。，U
内品

句’
o
o
a
u
h
u
d

－

－

－

－

 

A
u
n
u
η
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n
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n
4
n
4
n
d
n
L
 

引
H
l
H
a
i
d
a－
叶
剖

21. 1. 31*1333訓

21. 8. 31*13535! 

21. 12. 14 13619 
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管理報酬間｜竺中 l ＿~~J その他｜ 計 備 考

0.003 0.02 20,100 5，α）（） 25, 100！大阪市住吉区帝塚山中

0.005 0.02 27,883 4,711 32,594 大阪市西区京町堀

0.006 17,236 4,626 21,862 大阪市東区高麗橋詰町

0.007 0.02 2,382 15,574 7,990 25,946 大阪府中河内郡八尾町

0.006 19,286 3,634 22,920大阪市南区高浄町

0.002 82，侃O 41,163 123,223 西宮市東町2丁目

0.0013 392,051 124,997 517,048 大阪市南区高津町2番丁

0.006 16,235 10,752 9,280 36,267 西宮市殿山町

0.007 4,102 2,220 6,322 大阪府中河内郡八尾町

無記入 15,672 4,836 20,5伺大阪市東区北新町

0.005 7，侃5 7,079 14,144 京都市伏見区桃山町

0.006 32,075 34,236 21,750 88,061 京都市上京区上賀茂朝露
ケ原町

0.004 25,023 18,400 43,423 大阪市北区旅鏡町

0.006 8,433 8,731 17,164 大阪市住吉区浜口町

0.α)6 12,522 3,522 16,044 大飯市南区高主主町2番丁

0.α)6 16,645 4,124 20,769 大阪市浪速区恵比寿町

0.003 42,024 9,923 51,947 大阪市住吉区阿倍野筋

0.007 2,812 4,275 7，伺7大阪府中河内郡八尾町

0.0035 110,761 5,741 116,502 大阪市南区末古橋通り
一『

0.003 0.02 13,189 24,740 

37，；明？叫~J大鞠大酋夏阪府南河内郡藤井寺町0.003 72,352 26,394 98, 阪市東区今橋

0.0055 36,202 17,907 54, 都市中京区高倉還り

0.007 8,3伺 5,494 13, 都市上京区上賀茂

0.003 0.02 83,519 41,483 475 125, 宮市霞町

0.006 0.02 9,900 9, 歌山市和歌浦

0.003 0.02 11,620 1,894 345,120 358,634 大阪市東淀川区南大道町居

0.003 0.02 213,700 7,875 35,140 256,715 京都市左京区菓回国鶴
町

0.005 0.02 54,260 5,315 59,575 大阪市東区石町

0.0025 0.02 26,417 26,417 大阪市北区堂島浜通り

0.0035 10,090 5,134 15,224 堺市柳之町

0.003 25,685 7,715 33,400 京都市上京区下立売

0.005 51, 4241 6,057 57,481 大阪市北区絹笠町
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害｜受託者 ｜｜ 住 所 ｜契約日間閥解約日間

64 箆回静七 大阪市住吉区帝塚山国昭12.3. 1 5 4106 

65 福田武雄 東京市世田谷区玉川 昭12.4. 1 3 (23. 3.31) 4017 
沢町

66 長明太郎 大阪府豊能郡箕面村 l昭12.7.10 5 (17. 7. 9) 1825 

67 岩田 喜 奥 西宮市名次町 昭12.7.17 5 (17. 7.16) 1825 

68 山崎幸子 大阪市住吉区天王寺町昭12.10.15 10 (22.10.14) 3651 

：：：勝伊 部 室一郎後
大村分県北海部郡小佐井昭12.12.29 5 6 23. 5. 8 3783 

藤長兵衛！益大阪市南区高禄町 昭13.3.24 20 22. 7.22 3407 

71.森 孝太郎 西宮市殿山町 昭13.7.26 3 3 22. 11. 1 3385 

75飛岡 トキ 東京市中野区江古田 昭13.10.24 3 4 23. 5. 26 3502 

76小掘しづ 大阪市東区北新町 昭13.11. 19 5 20.10.23 2530 

77石井頴一郎 神奈川県三浦郡浦賀町昭13.12.24 5 22. 2.28 2988 

78 柿 谷 重太郎 京都市上京区上賀茂 昭14.2. 3 5 19. 4.15 1898 

79 藤原てい 大阪市北区旅費量町 昭14.3.24 5 19.12.13 2091 

81 小寺晴子親大阪市住吉区浜口町 昭14.5.29 13 27. 7. 24 4805 

8~ 上田敏子 大阪市南区瓦屋町 昭14.6.13 20 20. 7. 3 2212 

83 永田ヌイ 大阪市住吉区阪南町 昭14.6. 19 3 17. 6.18 1095 

84 福田又兵衛 兵庫県川辺郡川西村 l昭14.7.27 3 19. 11. 14 1937 

85 三宅源次郎 天海日；本租界旭街 昭14.8.19 5 21. 5. 6 2452 

86 土井庄兵衛 大阪市住吉区昭和町 昭14.9.12 3 20. 8.24 2173 

87 山村健一 大阪府泉北郡隠尾村 昭14.9.16 20 25. 2.22 3812 

88 吉田光太郎 大阪市東区伏見町 昭14.11.16 20 (34.11.15) 7304 

89 前川久一 京都市中京区高倉通り 昭14.12.29 10 21. 4.19 2303 

90 中村署長尚親京都市上京区上賀茂 昭15.3. 7 2 21. 4.19 2234 

91 前田栄治郎 西宮市相生町 昭15.2. 9 20 6(31. 2. 8) 5843 

92 前回栄治郎 西宮市相生町 昭15.2. 9 20 22. 2.26 2574 

93 前田栄治郎 西宮市相生町 昭15.2. 9 20 22. 2.27 2575 

94 前田栄治郎 西宮市相生町 昭15.2. 9 20 25. 5.23 3756 
、お．． ：守刻司胴

95 前回栄治郎 西宮市相生町 昭15.2. 9 20 2 26. 9. 3 4224 

96 前回栄治郎 西宮市相生町 昭15.2. 9 20 25. 6.17 37,~.\ 
97 豊浦モト 堺市柳之町 昭15.4. 5 10 8 30. 9. 7 5633 

98 前田千代 大阪市北区中之島 昭15.4.20 5 19. 3.16 1426 

99 和田康一創西宮市越木岩 昭15.5. 3 8 20.11. 3⑪候 2037 
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管理報酬処報分酬 土 物｜切他｜ 計 備 考

0.007 4,345 6,636 14, 64C 25,621 大字阪河府中河内郡縄手村大

0.005 6,300 2,828 9,128 大阪市西区江戸掘

0.007 6,480 3,265 9,745 布施市足代

0.007 6,52< 6,524 神戸市港区熊野町

0.002 0.02 25,636 3,058 28,694 大阪市住吉区西今川町

0.007 0.02 2,626 5,104 7,730大阪府泉北郡据尾村

0.005 13,727 13,899 27,626 豊中市大字新免

0.005 38,978 15,160 54,138 神戸市神戸区下山手通り

0.005 33,793 12, 7伺 46,499 京都市中京区押小路通車
屋町

0.003 47,419 60,335 107,754 兵庫県武庫郡本山村岡本

0.003 0.02 71,040 15,075 37,480 123,595 西宮市城山

0.003 0.02 7,200 7,200 西宮市城山

0.005 525,367 70,406 595,773 大阪市港区九条北通3丁
自

0.005 128,359 33，飽6 162,245 大阪市西区土佐堀船町

0.005 37,670 12,227 49,897 大阪市南区長鑓橋筋

0.003 0.02 279,998 61,890 341,888 兵庫県武摩郡本山村岡

0.004 17,910 27,164 45,074 大阪市東淀川区長柄西通

0.005 36,620 17,179 53,799 大阪市住吉区天王寺町

0.0025 67,634 36,003 103,637 大阪市東区横堀

0.0025 20,400 26,100 5,940 52,440 西宮市松園町

0.005 35,544 12,618 48, 16:: 大阪市南区塩町通

0.003 0.02 72,473 72,47神戸市兵庫区湊町

¥50 0.02 84,271 43,864 128,135 大阪市住吉区平野大通

¥25 9,360 57,186 1,500 68,046 大阪市住吉区西今川町5
丁目

0.005 0.02 103,910 23,458 127,368 大阪市西区土佐堀遇

¥15 18,800 41,580 60，総：：~！叫司西宮市清水町
¥25 45,707 45, 大阪市天王寺区堂ケ芝町

¥25 25,654 30,922 56, 兵字庫中県武庫郡鳴尾村鳴尾
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号｜委託者 ｜｜ 住 所｜契約日間閥解阿部l
10d柏尾七三司後｜大阪市東淀川区本庄西昭15.5. 9 23.12. 9 3136 

通り

Jp1 吉田光太郎 大阪市東区伏見町 昭15.8.29 (25. 8.28) 3651 

102 中村嘉造 滋賀県犬上郡多賀村 昭15.11.25 5 21. 5. 20 2002 

；叫岡開0観植樋長発菊Y口 ふ さ

神戸市湊東区古湊通り 昭15.12.31 5 23. 3. 6 2622 

藤久吉 大阪市住吉区西今川町昭16.1.16 5 11 (32. 1. 15) 5843 

沢親政 京都市左京区下鴨膳部昭16.4. 1 3 21. 8. 31* 1978 
町

藤直政 豊中市大字新免 昭16.4.23 5 5. 23. 3.25 2528 

谷彦太郎 神戸市神戸区下山手通昭16.4.26 10 21.12. 31来2075 
り

109 木下伝之助 行大連内市〉山県通（住友銀昭16.5.20 5 21. 2.16 1733 

110 長尾良一 宝庫県武摩郡本山村岡昭16.7.18 5 10(31. 7.17) 5478 

111 古田 武親西宮市城山
昭16.8: ::::3. 5 27. 5.30 3931 

112 古田博子親西宮市城山 昭16.8. 3. 5 27. 5.30 3931 

113：和田弥兵衛 大阪市西区本田町 昭16.7.28 3 18.10.26 820 

114 高岡益蔵 大阪市西区土佐堀船町昭17.2. 4 5 22. 2. 6 1828 

115 福山す美 大阪市南区長堀橋筋 昭17.3. 4 10 27.11.28 3922 

116 長尾良一 京木都町市左京区下鴨東梅昭17.3.31 5 20.12.20 1360 

117 森本平吉 大阪市東淀川区長柄西昭17.8.26 5 23. 1. 19 1972 
通

118 平野いち 大阪府中河内郡八尾町昭17.10.19 5 22. 2.28 1593 

119 吉田庄兵衛 大阪市東区横姻 昭17.10.23 10 22. 2. 17 1578 

西宮市松園町 昭17.10.23 10 25. 4. 7 2723 

1 山際音次 大阪市旭区関目町 昭16.11.20 5 (22.11.19) 1825 

1 前回又吉 西宮市松園町 昭17.11.26 10 (27.11. 25) 3652 

123 山本くに太郎 大阪市住吉区平野大通昭18.2. 4 3 18. 8. 9 186 

124 柳川匡子親札幌市北四条西 昭18.2. 5 6 9'(33. 2. 4) 5478 

125 蒲生 浩 大阪府豊能郡箕面村 昭18.3. 4 2 3 23. 6.14 1929 

？重候 西宮市清水町 昭18.3. 9 3 3 23.12. 3 2096 

1 木村重遠 大阪市天王寺区堂ケ芝昭18.5.28 15 27.12.25 3499 
町

1 岩崎友喜雄 兵庫県武摩郡鳴尾村 昭18.7. 1 10 3j(31. 6.紛 4748 
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考

¥130 161,268 135,833 297,101 大阪市東区鎗屋町

¥150 0.02 561,091 261,995 23,955 847,041 西宮市浜脇町

¥15 28,400 42,155 70,555 堺市旭ケ丘辰巳通

¥25 0.02 41,947 10,246 52,193 大阪市阿倍野区阿倍野筋

¥20 .cs,.-. 58,5叩 14,03C 72,62( 大阪市東区北浜

96 沼1s. 479,3伺 1,842, 9851肌吋明弘363

備計川
口

建地管理報酬｜矧土

上作成。円位未満四捨五入。

解約の表示がないため，満期日を記載．・印は，記載を事tll売したもの。

（
3
）
信
託
期
間
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第
6
表
で
は
契
約
目
、
満
期
ま
で
を
年
表
示
（
満
期
（
年
）
欄
〉
、
延
長
期
間
を
年
表
示

（
延
長
（
年
）
欄
）
、
解
約
目
、
信
託
さ
れ
た
期
聞
を
日
数
換
算
（
差
引
（
日
）
欄
〉
し
て

掲
げ
た
。
通
常
の
信
託
契
約
で
は
期
聞
が
定
め
ら
れ
、
満
期
日
が
特
定
さ
れ
る
が
、
現
実

に
は
満
期
日
に
解
約
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
委
託
老
の
都
合
に
よ
る
満
期
前
で
の
解
約

（
期
限
前
解
約
と
称
し
て
お
く
）
、
満
期
に
な
っ
て
も
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
場
合
（
期

限
流
れ
と
称
し
て
お
く
て
期
聞
を
延
長
し
て
新
た
な
満
期
日
を
設
定
す
る
場
合
（
期
限
延

長
と
称
し
て
お
く
）
な
ど
、
種
々
の
ケ

i
ス
が
あ
り
う
る
。
現
実
に
は
期
限
延
長
が
か
な

り
多
く
、
当
初
の
信
託
契
約
で
し
か
把
握
し
て
い
な
い
信
託
統
計
は
、
必
ず
し
も
実
態
を

反
映
し
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
実
態
を
把
復
す
る
方
法
と
し
て
、
「
日
数
計
算
」
を
導
入

し
た
。
す
な
わ
ち
、
信
託
さ
れ
て
い
た
期
聞
を
正
確
に
反
映
す
る
に
は
、
契
約
日
と
解
約

〈

1
）

日
を
把
握
し
そ
の
聞
の
日
数
を
計
算
す
る
以
外
に
な
い
。
な
お
、
第
6
表
の
う
ち
解
約
日

で
括
弧
付
き
は
本
店
か
ら
他
の
支
店
に
期
間
途
中
で
移
管
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
移
管

先
で
い
つ
解
約
さ
れ
た
か
が
不
明
の
た
め
、
移
管
日
を
解
約
日
と
み
な
し
て
処
理
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
厳
密
に
は
期
間
の
実
態
は
、
こ
こ
で
の
結
論
よ
り
長
い
は

ず
で
あ
る
が
、
そ
の
差
は
僅
少
と
想
像
さ
れ
る
。
回
数
計
算
で
分
析
結
果
を
示
す
の
は
分

か
り
に
く
い
の
で
、

ふ
た
た
び
年
に
換
算
し
て
表
示
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。



雪｜委託者 11 住 所 ｜契約日間｜腎 解約日 差（日引〉

晶1ト30・関 根周 吉 兵庫県加古川市尾上町昭18.7. 8 5 9 (32. 7. 7) 5113 

141 坂口浩平 西宮市浜脇町 昭19.3.31 5 24. 2.28 1795 
1型通，.－

141 小出太治郎 堺市旭ケ丘辰巳通 昭19.5.25 5 24. 4.21 1792 
、·~··
143 植田一，卓治 昭19.7. 7 13 27. 3. 4 2797 
u叫

144 尾崎 雅夫 大阪市東区北浜 昭19.9.21 5 25. 4.18 2035 

メ同入 計

住友信託本店不動産部「土地及其ノ：定著物／信託引受物件明細表」より計算の

「益」は受益者，「親」は親権者，「後」は後見人の略。 解約日の〈〉内は，

1. 

2. 

〔備考〕

ニ
O
年
以
上

一O
年
以
上

一
五
年
以
上

一
O
年
以
上

五
年
以
上

五
年
未
満

当
初
契
ハ
構
成
比
）

約
期
間一

（
一
・

O
〉

一
四
〈
一
四
・
六
〉

一
一
〈
一
一
・
一
）

一
五
ハ
一
五
・
六
）

四
ニ
（
四
三
・
八
）

ニ
二
〈
ニ
ニ
・
九
）

九
六
〈
一

O
O〉

契
約
更
繍
（
構
成
比
〉

後
の
期

f
一
（
一
・

O
〉

一
五
〈
一
五
・
六
〉

九
（
九
・
四
〉

三
五
（
三
六
・
五
〉

二
九
〈
三

0
・ニ〉

七
（
七
・
一
ニ
〉

九
六
〈
一

O
O）

現
実
の
〈
構
成
比
〉

期

間三（

0
・三〉

一
一
ハ
一
一
・
五
）

三
三
〈
三
四
・
四
〉

三
九
（
四
0
・六〉

一
O
（一

0
・四）

九
六
〈
一

O
O）

右
に
み
る
通
り
不
動
産
信
託
は
、
契
約
時
点
で
一

O
年
、
二

O
年
と
い
う
長
期
契
約
も

「
五
年
未
満
」
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
最
長
が
住

あ
る
が
、
多
く
は
「
五
年
以
上
」

友
保
丸
の
三

O
年
、
住
友
理
助
の
二
九
年
一
一
カ
月
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
古
田
武
、
同
博
子

も の
各
二
三
年
六
カ
月
と
続
く
。
前
田
栄
治
郎
の
六
口
が
す
べ
て
二

O
年
契
約
で
あ
る
こ
と

つ
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
確
か
に
最
初
か
ら
管
理
を
長
期
間

委
託
す
る
積
も
り
の
者
も
あ
っ
た
。
し
か
し
多
く
は
三
年
、

五
年
な
ど
取
り
あ
え
ず
信
託

し
て
み
よ
う
と
い
う
ケ

l
ス
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
満
期
に
な
る
と
延
長
な

い
し
更
新
す
る
ケ
l
ス
が
四
二
口
あ
り
、

「
契
約
更
新
後
の
期
間
」
欄
で
み
る
通
り
「
五

年
以
上
」
「
五
年
以
下
」
が
激
減
し
て
ご
五
年
以
上
」
「
一

O
年
以
上
」
に
シ
フ
ト
し
て

い
る
。
か
く
し
て
一

O
t
二
O
年
が
契
約
の
主
流
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
第
6

表
を
合
わ
せ
検
討
す
る
と
、
当
初
契
約
で
み
る
限
り
、

準
戦
時
体
制
期
、
と
く
に
昭
和
一

29 



一
年
末
頃
の
住
友
保
丸
・
理
助
の
三

O
年
契
約
を
み
る
ま
で
は
、
大
多
数
が
五
年
前
後
で
あ
り
、
戦
時
体
制
期
に
一

O
年
以
上
が
や
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や
多
く
な
っ
て
い
る
。

現
実
に
は
第
6
表
の
解
約
日
に
み
る
よ
う
に
、
敗
戦
後
解
約
が
相
次
ぎ
、
と
く
に
期
限
前
解
約
が
多
く
発
生
し
て
構
成
比
が
若
干

狂
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
敗
戦
に
よ
る
状
況
変
化
を
反
映
し
、
全
体
的
に
期
間
短
縮
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
二

O
年
以
上
継
続
し
た
の
が
三
口
あ
り
、
「
一
五
年
以
上
」
「
一

O
年
以
上
」
を
合
わ
せ
る
と
四
六
%
に
及
び
、
受
託
実
績
が
長
期

聞
に
亘
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
五
年
以
上
」
の
四
一
%
と
い
う
数
字
も
、

敗
戦
が
遅
れ
れ
ば
も
っ
と
長
か
っ
た
可
能
性
が

あ
り
、
不
動
産
信
託
の
性
格
が
長
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
九
六
ロ
の
行
方
を
追
跡
し
て
お
く
と
、

期
限
流
れ
で
解
約
し
た
も
の
ニ
六
日
（
ニ
七
・
一
%
）
、

期
限
と
共
に
解
約
し
た

も
の
一
三
口
〈
三
二
・
三
%
）
、

期
限
前
解
約
三
九
日
（
四

0
・
六
%
〉
で
あ
っ
た
。

六
割
ま
で
が
満
期
到
来
か
満
期
が
き
て
も
流

い
ず
れ
も
信
託
契
約
が
守
ら
れ
た
部
類
に
属
す
る
。
期
限
前
解
約
は
そ
の
意
味
で
異
常
な

し
て
お
い
て
か
ら
解
約
し
て
い
る
の
で
、

わ
け
だ
が
、

い
つ
解
約
さ
れ
た
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
敗
戦
前
の
解
約
は
五
口
に
過
ぎ
ず
、
二

0
1二
三
年
の
戦
後
混
乱
期

に
二
一
口
、
二
四
i
ニ
七
年
で
一
一
口
、
三

O
、
三
一
年
で
ニ
ロ
と
な
っ
て
お
り
、
敗
戦
後
の
混
乱
期
に
不
動
産
信
託
を
解
消
せ
ざ

る
を
得
な
い
事
情
、

お
そ
ら
く
は
不
動
産
の
売
却
、
処
分
が
背
景
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（1
〉
乙
れ
ま
で
帳
簿
で
分
析
し
た
研
究
が
な
い
の
で
、
契
約
ど
と
の
契
約
目
、
解
約
日
が
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
仮
に
把
握
で
き
て
も

日
数
ま
で
計
算
す
る
の
は
、
手
作
業
で
は
か
な
り
面
倒
で
あ
る
が
、
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
を
利
用
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
解
決
し
た
。

（
4
〉
信
託
報
酬
水
準

「
土
地
及
其
ノ
定
著
物
ノ
信
託
引
受
物
件
明
細
帳
」
の
記
載
方
式
に
よ
れ
ば
、
信
託
報
酬
率
は
管
理
の
場
合
、

「
引
受
時
ニ
於
ケ

ル
信
託
不
動
産
価
額
ノ

l
」
「
不
動
産
信
託
収
益
ニ
対
シ

i
」
の
二
方
式
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
後
者
の
実
例
は
な
く
、



ず
ベ
て
前
者
、
す
な
わ
ち
信
託
不
動
産
価
額
方
式
で
あ
っ
た
。
報
酬
率
は
区
々
で
、
適
用
基
準
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
第
6
表
か

ら
計
算
し
て
み
る
と
、
そ
の
実
状
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

大
口
先

C? 
九七

% 

。
O ハ

% 

0 

四四五
% 
以
上。

一七四
% 
以
上。

九三三
以
上。

四二三
% 
以
下

そ
ーの

三一他

計九
六一一一

右
記
の
区
分
で
は
不
動
産
価
額
の

0
・
五
%
と

0
・
三
%
が
多
い
が
、

0
・
五
%
以
上
の
四
三
口
と

0
・
三
%
以
下
の
三
五
日
に

大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
不
動
産
価
額
一

O
万
円
以
上
の
大
口
先
を
並
列
さ
せ
る
と
、
「

0
・
三
%
」
「

0
・
三
%
以
下
」
が
多
い
と

こ
ろ
か
ら
、
大
口
先
に
は
低
報
酬
で
サ
ー
ビ
ス
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

一
O
万
円
の
場
合
、

0
・
三
%
と
い
え
ば
わ
ず
か
三

O
O

円
で
あ
る
。

「
そ
の
他
」
は
従
来
と
は
違
っ
た
信
託
報
酬
の
決
め
方
を
す
る
も
の
で
、
戦
時
体
制
下
の
受
託
に
登
場
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
「
一
ヶ
月
若
ク
ハ
未
満
ニ
付
金
ニ
五
円
ノ
割
」
の
ご
と
く
定
め
、
戦
後
、

イ
ン
フ
レ
の
進
行
の
中
で
五

O
円、

一O
O円
と

改
定
し
て
「
信
託
不
動
産
ニ
対
シ
月
額
一

O
O円
、
不
動
産
信
託
収
益
ニ
対
シ
一

O
／

一
O
O」
の
ご
と
く
し
て
い
る
。

戦前期信託会社の不動産信託

他
方
、
処
分
の
場
合
は

0
・
二
%
が
二
二
口
、

0
・
一
%
が
六
日
で
あ
っ
た
。
大
口
の
た
め
に
優
遇
さ
れ
た
と
も
思
え
な
い
。

（

5
〉
不
動
産
信
託
の
受
託
内
容

対
象
と
し
た
九
六
口
の
不
動
産
信
託
は
、
第
6
表
で
土
地
、
建
物
、
そ
の
他
の
区
分
に
よ
っ
て
各
口
別
に
金
額
表
示
し
た
。
現
実

に
は
委
託
者
が
複
数
の
不
動
産
を
所
有
し
、

一
括
し
て
委
託
す
る
ケ
l
ス
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、
そ
の
明
細
は
多
く
の
紙
幅
を

い
か
な
る
不
動
産
が
受
託
対
象
に
な
っ
て
い
た
か
を
み
る
に
は
差
し
支

え
な
い
。
こ
こ
で
「
土
地
」
と
区
分
し
た
の
は
い
わ
ゆ
る
市
街
地
で
あ
り
、

要
す
る
。
第
6
表
は
各
口
別
の
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
そ
の
他
」
は
回
、
畑
、
原
野
、
山
林
、
雑
種
地
、
溜

「
そ
の
他
」
は
一
九
ロ
あ
る
が
、

一
O
口
は
回
、
畑
の
み
、
三
口
が
山
林
の
み
、

ロ
カ通
原
野
の
み

残
り
五
ロ
ヵ：
複
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池
で
あ
る
。



合
で
あ
る
。
田
畑
を
含
む
場
合
が
二
ニ
ロ
で
あ
る
か
ら
、

「
そ
の
他
」
の
大
部
分
は
農
地
の
信
託
と
い
っ
て
よ
い
。

土
地
の
信
託
だ
け
は
意
外
に
少
な
く
〔
却
〕
泉
田
武
（
市
街
地
）
、
〔
川
〕
長
尾
良
一
（
市
街
地
、
回
、
畑
）
、
〔
問
〕
前
回
又
吉

（
市
街
地
）
、
〔
部
〕
前
田
栄
治
郎
（
市
街
地
）
、
〔
臼
〕
鹿
田
静
七
（
市
街
地
、
畑
）
、
〔
却
〕
藤
原
伊
兵
衛
〈
畑
）
、
〔
川
崎
〕
宝
来
靖

（
畑
）
、
〔
位
〕
前
田
栄
治
郎
（
畑
）
、
〔
山
〕
古
田
博
子
（
畑
〉
の
九
日
だ
け
で
あ
っ
た
。
反
対
に
建
物
だ
け
の
信
託
も
少
な
く
僅
か

一
口
（
〔
問
〕
木
村
重
遠
）
に
過
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
土
地
・
建
物
双
方
の
信
託
で
あ
っ
た
。
九
六
口
の
合
計
は
土
地
五
四
八
万
円
、

建
物
一
八
四
万
円
、
そ
の
他
六
五
万
円
で
、
土
地
の
比
重
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
市
街
地
の
土
地
・
建
物
が
セ
ヅ
ト
に
な

32 

っ
た
受
託
が
通
常
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〈
6
〉
不
動
産
の
所
在
地

そ
れ
で
は
本
店
不
動
産
部
の
受
託
物
件
は
ど
こ
に
所
在
し
た
か
。
委
託
者
の
住
所
と
の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
が
有
効
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
委
託
者
が
居
住
地
を
委
託
す
る
の
か
、
遠
隔
地
の
管
理
を
委
託
す
る
の
か
、

い
ず
れ
で
も
な
い
の
か
、
そ
れ
は
不

動
産
信
託
の
意
義
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
第
6
表
の
各
口
別
一
括
で
は
不
十
分
で
、
物
件
明
細

に
基
づ
い
て
委
託
者
住
所
と
物
件
所
在
地
の
関
係
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
7
表
は
こ
の
目
的
か
ら
住
所
、
所
在
地
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
九
六
日
の
不
動
産
信
託
を
物
件
所
在
地
別
に
帳
簿
か
ら
整
理
し
た

も
の
で
あ
る
。
一
人
で
複
数
地
に
物
件
を
所
有
す
る
者
も
い
る
の
で
、
二
ハ
七
の
場
所
に
物
件
が
所
在
す
る
。
ま
た
、
信
託
物
件
に

つ
い
て
土
地
を
筆
数
、
建
物
を
棟
数
で
数
え
れ
ば
、
二
ハ
七
の
場
所
に
そ
の
何
倍
か
の
物
件
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

八
九
人
の
委
託
者
の
住
所
を
み
る
と
、
大
阪
市
三
三
、
豊
中
市
二
、
堺
市
二
、
そ
の
他
大
医
府
七
、
芦
屋
市
二
、
西
宮
市
一
三
、

神
戸
市
六
、
そ
の
他
兵
庫
県
九
、
京
都
市
五
、
滋
賀
県
・
名
古
屋
市
・
東
京
市
・
神
奈
川
県
・
札
幌
市
・
大
分
県
・
大
連
・
天
津
一

O
と
い
う
内
訳
で
、
大
阪
が
約
半
数
を
占
め
、
京
医
神
で
み
れ
ば
八
三
%
を
占
め
て
い
る
。



他
方
、

一
六
七
の
物
件
の
所
在
地
を
み
る
と
、
大
阪
市
八
六
、
そ
の
他
大
阪
府
内
一
六
、
京
都
市
一
四
、
神
戸
市
一

O
、
西
宮
市

二
五
、
そ
の
他
兵
庫
県
一
五
、
和
歌
山
市
一
で
あ
っ
た
。
物
件
の
約
六
割
が
大
阪
で
、
京
阪
神
で
み
れ
ば
ほ
ぼ
全
部
と
い
っ
て
よ

L、。
一
六
七
の
場
所
の
う
ち
、
所
有
者
の
住
所
と
一
致
す
る
も
の
は
三
二
場
所
、
す
な
わ
ち
自
己
の
居
住
し
て
い
る
不
動
産
か
、
ご
く

近
隣
の
不
動
産
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
い
か
な
る
意
図
で
信
託
さ
れ
た
の
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
居
住
す
る
宅
地
、
家
屋
だ
け
を

（

3
V
 

信
託
す
る
ケ

l
ス
は
少
な
く
、
居
住
地
を
含
め
て
複
数
物
件
を
信
託
し
て
い
る
ケ

l
ス
の
方
が
多
い
。
同
一
市
内
へ
と
条
件
を
緩
め

る
と
五
七
場
所
が
追
加
さ
れ
、

一
六
七
場
所
の
過
半
数
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
貸
地
、
貸
家
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

大
阪
市
東
区
北
浜
に
所
在
す
る
本
店
不
動
産
部
で
あ
る
以
上
、
京
阪
神
地
域
が
営
業
範
囲
と
み
ら
れ
、

強
い
て
い
え
ば
和
歌
山

県
、
滋
賀
県
が
各
一
場
所
あ
る
の
み
で
、
物
件
所
在
地
の
分
布
は
常
識
の
範
囲
に
あ
る
。
逆
に
滋
賀
県
以
東
、
岡
山
県
以
西
の
居
住

者
が
、
京
阪
神
地
域
に
物
件
を
所
有
す
る
場
合
に
は
不
動
産
信
託
の
対
象
と
な
り
う
る
し
、
現
に
一

O
人
一
八
場
所
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
住
友
銀
行
員
で
大
連
に
赴
任
し
た
と
み
ら
れ
る
木
下
某
や
、
天
津
に
居
住
す
る
三
宅
某
は
内
地
に
残
し
た
不
動
産
の
委
託

戦前期信託会社の不動産信託

で
あ
ろ
う
し
、
遠
隔
地
に
い
て
遺
産
を
相
続
し
た
場
合
と
想
像
さ
れ
る
ケ
l
ス
も
あ
る
。
同
じ
京
阪
神
地
域
内
で
も
、
大
限
市
内
居

住
者
が
京
都
や
阪
神
聞
に
不
動
産
を
所
有
し
て
い
た
り
、
そ
の
逆
で
あ
る
な
ど
は
、
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
遠
隔
地
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
不
在
の
た
め
の
管
理
信
託
で
あ
ろ
う
か
。

〈1
〉
厳
密
に
い
え
ば
、
物
件
所
在
地
の
町
名
ま
で
が
同
一
で
も
地
番
が
異
な
れ
ば
別
扱
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
住
所
が
大
阪
市

住
吉
区
阿
倍
野
筋
四
丁
目
一
三
番
地
で
、
受
託
物
件
が
一
二
番
地
、
一
三
番
地
、
一
四
番
地
に
ま
た
が
っ
て
い
る
場
合
も
三
場
所
に
分
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
所
有
者
の
届
出
住
所
の
地
番
を
含
む
周
辺
の
物
件
で
あ
れ
ば
、
一
括
し
て
住
所
と
同
一
の
場
所
と
み
な
し
て

い
る
。
も
し
厳
密
に
〈
地
番
が
違
え
ば
一
場
所
〉
と
数
え
れ
ば
、
前
掲
の
一
六
七
場
所
は
も
っ
と
多
く
な
る
。
本
稿
の
関
心
事
は
、
住
所
か
ら
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受託不動産の所在地 〈単位：坪〉

土 地 建 物 計 備 ヨ雪

35,544 12,618 48,162 大阪市南区海町通

14,971 7,100 22,071 大阪市東区久宝寺町

53,994 16,851 70,845 大阪市此花区亀甲町

41,947 10,246 52,193 大阪市住吉区阿倍野筋

16,645 4,124 20,769 大阪市浪速区恵比寿町

110,761 5,741 116,502 大阪市南区末古橋通り

25,636 3,058 28,694 大阪市住吉区西今川町

20,100 5，αlO 25,100 大阪市住吉区帝塚山中

19,2日~6 3,634 22,920 大阪市南区高棒町

40,186 12,821 53,007 大阪市此花区福島南3丁目

8,433 8,731 17,164 大阪市住吉区浜口町

84,271 43,864 128,135 大阪市住吉区平野大通

128,359 33,886 162,245 大阪市西区土佐堀船町

12,170 12,170 兵庫県有馬郡有野村

114,118 24,949 139,067 大阪市港区九条北通3丁目

43,600 9,267 52,867 大阪市西区本田町

167,614 22,732 190,346 大阪市港区九条通3丁目

696 188 884 大阪市港区九条中通4了目

142,309 2,094 144,403 大阪市港区九条南通3丁目

57,030 11,176 68,2伺 大阪市港区九条中通3丁目

28,457 28,457 大阪市天王寺区堂ケ芝町

17,250 17,250 大阪市天王寺区石ケ辻町

65,110 12,468 77,578 大阪市天王寺区上三宮町

4,900 1,486 6,386 京都市上京区烏丸通り

27,415 7,347 34,762 大阪市天王寺区非回院町

67,634 36,003 1国，637 大阪市東区倹掘

72,352 26,394 98,746 大阪市東区今橋

6,300 2,828 9,128 大阪市西区江戸掘

15,672 4,836 20,5伺 大阪市東区北新町

日，590 14，凶O 72,620 大阪市東区北浜

1,760 3,960 5,720 大阪市東淀川区西大道町

7,750 13,260 21,010 大阪市東淀川区瑞光通り

8,400 9,944 18,344 大阪市東淀川区柄西通

4,345 6,636 10,981 大阪府中河内郡縄手村大字河内
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第7表住友信託の

委託者 住 所 解約日

121 山 際 音次 1 大阪市旭区関目町 昭17.11.20(22.11.19) 

19 堀越千次郎 1 大阪市旭区新森小路北 昭 5.4. 8 20.10.31 

37 田中静子 1 大阪市此花区玉川町 昭 9.5.14 19. 5.31 

27 稲田輝太郎 1 大阪市住吉区阿倍野筋 昭 6.12.4 19. 7. 7 

83 永 田 ヌイ 1 大阪市住吉区阪南町 昭14.6.19 17. 6.18 

86 土井庄兵衛 1 大阪市住吉区昭和町 昭14.9.12 20. 8.24 

104 後藤久吉 1 大阪市住吉区西今川町 昭16.1.16 (32. 1.15) 

64 箆図書争七 1 大阪市住吉区帝塚山中 昭12.3. 1 23. 5.28 

68 山 崎 幸子 1 大阪市住吉区天王寺町 昭12.10.15(20.10.14) 

48 野 中市兵衛 1 大阪市住吉区田辺東之町 昭 9.12.22 20. 6. 6 

81 小寺晴子〈親 1 大阪市住吉区浜口町 昭14.5.29 27. 7.24 

123 山本くに太郎 1 大阪市住吉区平野大通 昭18.2. 4 18. 8. 9 

114 高岡益蔵 1 大阪市西区土佐堀船町 昭17.2. 4 22. 2. 6 

32 広岡久右衛門 1 大阪市西区土佐掲通り 昭 8.6. 7 27. 7.28 

113 和 田 弥 兵衛 1 大阪市西区本田町 昭16.7.28 18.10.26 

和 田 弥 兵衛 1 大阪区西区本田町 昭16.7.28 18.10.26 

和国弥兵衛 1 大阪市西区本田町 昭16.7.28 18.10.26 

和 田弥兵衛 1 大阪市西区本田町 昭16.7.28 18.10.26 

和 国弥兵衛 1 大阪市西区本田町 昭16.7.28 18.10.26 

和田弥兵衛 1 大阪市西区本田町 昭16.7.28 18.10.26 

128 木村重逮 1 大阪市天王寺区堂ケ芝町 昭18.5.28 27.12.25 

木村重逮 1 大阪市天王寺区堂ケ芝町 昭18.5.2泡 27.12.25 

61 住友保丸 1 大阪市天王寺区悲田院町 昭11.12.16 21. 1. 31本

住友保丸 1 大阪市天王寺区悲田院町 昭11.12.16 21. 1. 31* 

63 住友理助 1 大阪市天王寺区悲周院町 昭12.1.16 21.12.14 

119 吉 国 庄 兵衛 1 大阪市東区横揺 昭17.10.23 22. 2.17 

88 吉 国光太郎 1 大阪市東区伏見町 昭14.11.16(34.11.15) 

101 吉田光太郎 1 大阪市東区伏見町 昭15.8.29 (25. 8.28) 

76 小堀しづ 1 大阪市東区北新町 昭13.11.19 20.10.23 , 

144 尾崎雅夫 1 大阪市東区北浜 昭19.9.21 25. 4.18 

117 森本平吉 1 大阪市東淀川区長柄西通 昭17.8.26 23. 1.19 ・ 

森本平吉 1 大阪市東淀川区長柄西通 昭17.8.26 23. 1.19 

森本平吉 1 大阪市東淀川区長柄西通 昭17.8.26 23. 1.19 

100 柏尾七三司 1 大阪市東淀川区本庄西通り 昭15.5. 9 23.12. 9 
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土地 l一物｜そC色｜計 備 考

14,640 14,640 大阪府中河内郡縄手村大字四条

38,725 5,302 44,027 大阪市南区塩町

12,522 3,522 16,044 大阪市南区高棒町2番丁

31,047 6,365 37,412 大阪市南区高涼町4番丁

111,960 10,835 122,795 大阪市南区安堂寺橋還り

97,243 34,661 131,904 大阪市南区高津町2番丁

6,840 9,400 16,240 大阪市住吉区浜口町

76,180 37,935 114,115 大阪市天王寺区生魂町

34,743 20,676 55,419 兵庫県武庫郡精道村三条

16,458 1,792 18,250 兵庫県武庫郡精道村芦屋寺田

17,580 3,333 20,913 大阪市南区日本橋筋

16,160 16,160 大阪府豊能郡池田町

37,670 12,227 49,897 大阪市南区長堀橋筋

4,3伺 19,806 24,115 大阪市住吉区昭和町

5,050 1,458 6,508 大阪市北区滝川町

25,685 7,715 33,400 京都市上京区下立売

25,023 18,400 43,423 大阪市北区旅篭町

62,700 11,519 74,219 大阪市東区東雲町

145,145 22,193 167,338 大阪市東区中道唐居町

54,248 11,571 65,819 大阪市東区玉造町

9,727 9,080 18,807 豊中市大字新免

4，αm 4,819 8,819 池田市字室町

28,400 42,155 70,555 堺市旭ケ丘辰巳通

10，凶O 5,134 15,224 堺市柳之町

76,320 40,131 1~6,451 大阪府泉北郡高石町

1,185 18，α）（） 19,185 大阪市南河内郡藤井寺町

12,004 6,740 18,744 大阪府泉北郡露尾村

36,620 17,179 53,799 大阪市住吉区天王寺町

11,529 2,915 14,444 大阪市東区内本町

116,959 12,476 129,435 大阪市天王寺区東高津南之町

2,772 2,772 大阪市天王寺区石ケ辻町

103,910 23,458 127,368 大阪市西区土佐掘通

17,236 4,626 21,862 大阪市東区高麗橋詰町

32,375 8,827 41,202 大阪市天王寺区烏ケ辻町

41,947 10,246 52,193 大阪市阿倍野区阿倍野筋
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委託者
｜雲 ｜

住 所 ｜契約日 ｜解約日

100 柏尾七三司 1 大阪市東淀川区本庄西通り 昭15.5. 9 23.12. 9 

26 坂井ユキ 1 大阪市南区塩町通 昭 6.7.29 20. 6. 4 

82 上田敏子 1 大阪市南区瓦屋町 昭14.6.13 20. 7. 3 

70 伊藤長兵衛 1 大阪市南区高棒町 昭13.3.24 22. 7.22 

伊藤長兵衛 1 大阪市南区高樟町 昭13.3.24 22. 7.22 

伊藤長兵衛 1 大阪市南区高涼町 昭13.3.24 22. 7.22 

伊藤長兵衛 1 大阪市南区高害者町 昭13.3.24 22. 7. 22 

伊藤長兵衛 1 大阪市南区高浄町 昭13.3.24 22. 7.22 

伊藤長兵衛 1 大阪市南区高湾町 昭13.3.24 22. 7.22 

伊藤長兵衛 1 大阪市南区高棒町 昭13.3.24 22. 7.22 

伊藤長兵衛 1 大阪市南区高涼町 昭13.3.24 22. 7.22 

49 宝来靖〈ハナ〉 1 大阪市南区三棒寺町 昭10,4. 8 25. 4.22 

115 福山す美 1 大阪市南区長堀橋筋 昭17.3. 4 27.11.28 

58 飛鳥井正造 1 大阪市南区日本橋筋 昭11.6.23 33. 6.22 

28 山田喜代他2 1 大阪市北区曽根崎 昭 7.2. 8 20.10.31 

98 前回千代 1 大阪市北区中之島 昭15.4.20 19. 3.16 

79 藤原て い 1 大阪市北区旅徳町 昭14.3.24 19.12.13 

12 木村松太郎 2 豊中市新免 昭 3.5.23 24.11.10. 

木村松太郎 2 豊中市新免 昭 3.5.23 24.11.10 

木村松太郎 2 豊中市新免 昭 3.5.23 24.11.10 

107 斉藤直政 2 豊中市新免 昭16.4.23 23. 3.25 

斉藤直政 2 豊中市新免 昭16.4.23 23. 3.25 

142 小出太治郎 3 堺市旭ケ丘辰巳通 昭19.5.25 24. 2.28 

97 豊浦モ ト 3 堺市柳之町 昭15.4. 5 30. 9. 7 

17 石 川文 右衛門 4 大阪府泉北郡高石町 昭 5.1. 7 20. 4. 4 

87 山村健一 4 大阪府泉北郡斑尾村 昭14.9.16 25. 2.22 

山村健一 4 大阪府泉北郡斑尾村 昭14.9.16 25. 2.22 

118 平野い ち 4 大阪府中河内郡八尾町 昭17.10.19 22. 2.28 

57 荻野字のえ 4 大阪府豊能郡池田町 昭11.5.28 20. 8.20 

60 山本次郎〈トシ〉 4 大阪府豊能郡箕面村 昭11.11.16 20. 9 

山本次郎（トシ〉 4 大阪府豊能郡箕面村 昭11.11.16 20. 9 

125 蒲生 治 4 大阪府豊能郡箕面村 昭18.3. 4 23. 6.14 

66 長明太郎 4 大阪府豊能郡箕面村 昭12.7.10 (17. 7. 9) 

24 樋口加代 5 芦屋市芦屋 昭 6.6. 9 20.11. 29 

143 植田ー，卓治 5 芦屋市山手町 昭19.7. 7 27. 3. 4 
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備 考

6,252 1,354 7,6侃 大阪市北区曾根崎新地

45,172 4,703 49,875 大阪市北区絹笠町

18,651 6,780 25,431 兵庫県武庫郡住吉村

72,.473 72,473 神戸市兵庫区湊町

5,940 5,940 尼崎市生津字神間

20,400 26,100 46,500 西宮市松園町

22,540 15,075 37,480 75，倒5 西宮市城山

48,500 48,500 西宮市神道町

7,200 7,200 西宮市城山

18,800 41,580 60,380 西宮市清水町

54,102 12,630 66,732 大阪市東区内本町

475 475 大阪府三島郡春日村

76,962 40,286 117,248 西宮市相生町

6,557 1,197 7,754 西宮市霞町

9,900 9,900 和歌山市和歌浦

1,205 195 51,075 52,475 大阪市東淀川区南大道町

7,385 425 275,865 283,675 大阪市東淀川区北大道町

3,030 1,274 18,180 22,484 大阪市東淀川区西大道町

213,700 才，875 35,140 256,715 京都市左京区粟田回鶴居町

28,460 2,726 31,186 大阪市東区石町

25,800 2,589 28,389 大阪市東区北浜

26,417 26,417 大阪市北区堂島浜通り

18,250 18,250 大阪市西成区辰巳通り

11,472 3,610 15,082 大阪市浪速区馬湖町

5,520 5,460 10,980 西宮市殿山町

5,153 2,382 7,535 大阪市此花区上福島南1丁目

5,134 1,572 6,706 大阪市此花区上福島南3了目

5,948 2,058 8,006 大板市此花区上福島中2丁目

4,740 9,280 14,020 西宮市殿山町

56,460 62,500 118,960 西宮市浜脇町

22,300 22,300 芦屋市呉川町

1,655 1,655 西宮市獅子ケ口

32,177 32,177 西宮市南郷町

4,320 10,080 14,400 西宮市浜町

42,275 42,275 西宮市寿町
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委託者 , ~1 住 所 ｜契約日 ｜解約日
99 和国康一（後〉 6 西宮市越木岩 昭15.5. 3 20.11 

和田康一〈後〉 6 西宮市越木岩 昭15.5. 3 20. 11 

41 保倉常太郎 6 西宮市今主主町 昭 9.8.24 

122 前回又吉 6 西宮市松園町 昭17.11.26 (27. 11. 25) 

120 吉田正三 6 西宮市松園町 昭17.10.23 25. 4. 7 

吉田正三 6 西宮市松園町 昭17.10.23 25. 4. 7 

111 古田 武〈親〉 6 西宮市減山 昭16.8. 25 27. 5.30 

古田 武（親〉 6 西宮市城山 昭16.8.25 27. 5.30 

112 古田博子〈親〉 6 西宮市城山 昭16.8. 25 27. 5. 30 

126 森 重侯 6 西宮市清水町 昭18.3. 9 23.12. 3 

30 飯図秀治郎 6 西宮市千歳町 昭 8.5. 3 20. 6.18 

91 前田栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 (31. 2. 8) 

前田栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 (31. 2. 8) 

前田栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 (31. 2. 8) 

92 前田栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 22. 2.26 

93 前田栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 22. 2.27 

前田栄治郎 6 西宮市回生町 昭15.2. 9 22. 2.27 

前田栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 22. 2.27 

94 前回栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 25. 5.23 

95 前田栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 26. 9. 3 

前回栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 26. 9. 3 

96 前田栄治郎 6 西宮市相生町 昭15.2. 9 25. 6.17 

39 藤原伊兵衛 6 西宮市殿山町 昭 9.5.23 21. 7. 2 

45 藤原伊兵衛 6 西宮市殿山町 昭 9.11.19 23. 4.14 

藤原伊兵衛 6 西宮市殿山町 l 昭 9.11.19 23. 4.14 

74 森 孝太郎 6 西宮市殿山町 昭13.7.26 22.11. 1 

森 孝太郎 6 西宮市殿山町 昭13.7.26 22.11. 1 

森 孝太郎 6 西宮市殿山町 昭13.7.26 22.11. 1 

森 孝太郎 6 西宮市殿山町 昭13.7.26 22.11. 1 

141 坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2. 28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 
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土地｜建物｜吋｜計 備 考

38,690 51,125 89,815 西宮市石在町

102,732 133,740 236,472 西宮市久保町

31,398 31,398 兵庫県武庫郡精道村

89,601 89,601 西宮市千蔵町

95,013 95,013 西宮市大井手町

38,214 4,550 42,764 西宮市池田町

14,841 14,841 西宮市宮西町

12,490 12,490 西宮市安井町

2,880 2,880 西宮市東町

2,382 6,856 3,390 12,628 大阪府中河内郡八尾町

8,718 4,600 13,318 兵庫県武庫郡五木村

38,978 15,160 54,138 神戸市神戸区下山手通り

37,641 1,225 38,866 神戸市神戸区下山手通り

2日3,452 28,452 神戸市神戸区北長狭通り

11,258 7,642 18,900 神戸市葺合区篭池通り

75,2侃 75,206 神戸市兵庫区松原通り

124,7伺 124,709 神戸市葺合区琴緒町2丁目

11,046 11,046 神戸市妻子合区琴緒町1丁目

6,524 6,524 神戸市港区熊野町

85,575 29,179 114,754 大阪市南区鰻谷仲之町

2日3,477 24,358 52,835 大阪市西成区天神ノ森

28,592 35,949 64,541 大阪市北区北問j心町

20,387 20,387 大阪市西成区南吉図町

18,624 25,960 44,584 大阪市東区鎗屋町

90,572 20,596 111,168 大阪市浪速区新川 2丁目

23,343 23,343 大阪市浪速区新川3丁目

42,024 9,923 51,947 大阪市住吉区阿倍野筋

33,143 6,000 39,143 大阪市西区西長姻北通り

6,769 12,669 19,438 大阪市東区橋詰町

29,617 4,978 34,595 大阪市西区幸町

15,379 14,621 30，αぬ 大阪市東区淡路町

15,625 46，伯5 61,660 兵庫県武庫郡本山村岡本

23,330 23,330 兵庫県武摩郡本山村岡本

5,771 550 6,321 兵庫県武庫郡本山村岡本

2,693 13,.750 16,443 兵庫県武庫郡本山村岡本
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委託者 ｜雲｜ 住 所 ｜契約 日｜解約日
141 坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂 口 浩 平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

坂口浩平 6 西宮市浜脇町 昭19.3.31 24. 2.28 

67 岩田喜典 6 西宮市名次町 昭12.7.17 (17. 7.16) 

岩 田 喜典 6 西宮市名次町 昭12.7.17 (17. 7.16) 

1伺 新谷彦太郎 7 神戸市神戸区下山手通り 昭16.4.26 21. 12. 31* 

38 鴨田つる 7 神戸市神戸区下山手通り 昭 9.5.23 

53 河南清蔵 7 神戸市神戸区北長狭通り 昭10.8.27 21. 3.10 

55 小堀喜八郎 7 神戸市妻子合区篭池通り 昭11.4.15 20. 7 

29 泉田 武 7 神戸市湊区楠谷町 昭 7.11.29 21. 2. 27 

泉田 武 7 神戸市湊区楠谷町 昭 7.11.29 21. 2. 27 

泉田 武 7 神戸市湊区楠谷町 昭 7.11.29 21. 2. 27 

103 樋口ふさ 7 神戸市湊東区古湊通り 昭15.12.31 23. 3. 6 

130 関根周吉 8 兵庫県加古川市尾上町 昭18.7. 8 (32. 7. 7) 

関根周吉 8 兵庫県加古川市尾上町 昭18.7. 8 (32. 7. 7) 

関根周吉 8 兵庫県加古川市尾上町 昭18.7. 8 (32. 7. 7) 

関根周吉 8 兵庫県加加川市尾上町 昭18.7. 8 (32. 7. 7) 

関根周吉 8 兵庫県加古川市尾上町 昭18.7. 8 (32. 7. 7) 

35 下村貴志太郎 8 兵庫県川辺郡小浜村 昭 8.11.30 20. 7. 3 

下村貴志太郎 8 兵庫県川辺郡小浜村 昭 8.11.30 20. 7. 3 

84 福 田又兵衛 8 兵庫県川辺郡川西村 昭14.7.27 19.11.14 

6 梅本富佐子 8 兵庫県川辺郡川西村 昭 2.5.10 20. 6. 2 

46 仲 アサ 8 兵庫県武摩郡住吉村 昭 9.11.25 20. 6. 7 

62 永田 増 8 兵庫県武庫郡精道村 昭11.12.26 21. 8. 31事

11 山田三郎 8 兵庫県武庫郡精道村 昭 3.3.24 20. 6.21 

110 長尾良一 8 兵庫県武庫郡本山村岡本 昭16.7.18 (31. 7.17) 

長尾良一 8 兵庫県武摩郡本山村岡本 昭16.7.18 (31. 7.17) 

長尾良一 8 兵庫県武庫郡本山村岡本 昭16.7.18 (31. 7.17) 

長尾良一 8 兵庫県武庫郡本山村岡本 昭16.7.18 (31. 7.17) 
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： · ·－~；瓦ーら｜叫 1 4下 一瓦一
23,984 30,922 54,9前 兵庫県武摩郡鳴尾村鳴尾字中海

1,670 1,670 兵庫県武庫郡鳴尾村鳴尾字砂浜新国

2,626 5,104 7,730 大阪府泉北郡据尾村

279,998 61,890 341,888 兵庫県武庫郡本山村岡

8,3伺 5,494 13,802 京都市上京区上賀茂

18,746 15,300 21,750 55,796 京都市上京区上賀茂朝露ケ原町

7,356 11,130 18,486 京都市上京区紫竹上緑町

5,973 7,8侃 13,779 京都市上京区紫竹下緑町

34,020 15,918 49,938 京都市中京区高倉通り

2,182 1,989 4,171 京都市上京区霞屋町

6,480 3,265 9,745 布施市足代

16,450 1β，450 神戸市警合区神若通り

27,883 4,711 32,594 大阪市西区京町堀

4,102 2,220 6,322 大阪府中河内郡八尾町

6,951 2,007 8,958 大阪市東区仁右衛門町

36,975 7,079 44,054 大阪市東区東雲町

15,246 2,1伺 17,354 大阪市南区安堂寺町

7，侃5 7,079 14,144 京都市伏見区桃山町

37,773 37,773 大阪市住吉区西今川町6丁目

1,500 1,500 西宮市越木岩山倣ケ原

9,360 19,413 28,773 大阪市住吉区西今川町5丁目

14,650 8,541 23,191 西宮市東町2丁目

67,410 32,622 100,032 西宮市東町3丁目

6,570 2,738 9,3伺 京都市中京区押小路遜車屋町

12,310 3,930 16,240 京都市中京区二条通高倉

5,775 2,138 7,913 京都市中京区間之町

9,138 3,900 13,038 京都市中京区間之町

2,812 4,275 7,087 大阪府中河内郡八尾町

5,479, 303 J 1」842，利一一司m
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委 託者 1雲， 住 所 1 契約日 ｜解約日

129 岩崎左喜雄 8 兵庫県武摩郡鳴尾村 昭18.7. 1 (31. 6. 30) 

岩崎左喜雄 8 兵庫県武摩郡鳴尾村 昭18.7. 1 (31. 6. 30) 

1侃 長沢親政 9 京都市左京区下鴨膳部町 昭16.4. 1 21. 8. 31* 

116 長尾良一 9 京都市左京区下鴨東梅木町 昭17.3.31 20.12.20 

90 中村泰尚〈懇〉 9 京都市上京区上賀茂 昭15.3. 7 21. 4.19 

78 柿谷重太郎 9 京都市上京区上賀茂 昭14.2. 3 19. 4.15 

柿谷 重太郎 9 京都市上京区上賀茂 昭14.2. 3 19. 4.15 

柿谷 重太郎 9 京都市上京区上賀茂 昭14.2. 3 19. 4.15 

89 前川 久 一 9 京都市中京区高倉通り 昭14.12.29 21. 4. 19 

前 川 久 一 9 京都市中京区高倉還り 昭14.12.29 21. 4.19 

102 中村 嘉 造 10 滋賀県犬上郡多賀村 昭15.11.25 21. 5. 20 

47 後藤一郎 11 名古屋市東区田代町 昭 9.11.29 21. 8. 8 

65 福田武雄 12 東京市世田谷区玉川奥沢町 昭12.4. 1 (23. 3.31) 

75 飛岡 ト キ 12 東京市中野区江古田 昭13.10.24 23. 5.26 

25 末次吉次郎 12 東京市淀橋区十二社 昭 6.6.25 20.10.23 

末次吉次郎 12 東京市淀橋区十二社 問 6.6.25 20.10.23 

末次吉次郎 12 東京市淀橋区十二社 昭 6.6.25 20. 10.23 

77 石 井穎一郎 13 神奈川県三浦郡浦賀町 昭13.12.24 22. 2.28 

124 柳川匡子（親〉 14 札幌市北四条西 昭18.2. 5 (33. 2. 4) 

柳川匡子〈親〉 14 札幌市北四条西 昭18.2 .. 5 (33. 2. 4) 

柳川匡子〈親〉 14 札幌市北四条西 昭18.2. 5 (33. 2. 4) 

69 勝部重一郎 15 大分県北海部郡小佐井村 昭12.12.29 23. 5. 8 

勝部重一郎 15 大分県北海部郡小佐井村 昭12.12.29 23. 5. 8 

109 木下伝之助 16 大連市山県通（住友銀行内） 昭16.5.20 21. 2. 16 

木下伝之助 16 大連市山県通（住友銀行内） 昭16.5.20 21. 2. 16 

木下伝之助 16 大連市山県通〈住友銀行内う 昭16.5. 20 21. 2. 16 

木下伝之助 16 大速市山県通（住友銀行内） 昭16.5.20 21. 2. 16 

85 三宅源次郎 16 天海日本租界旭街 昭14.8.19 21. 5. 6 

メ日λ 計

〔備考〕 出所は第6表と同線。
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離
れ
た
場
所
の
物
件
で
あ
る
か
否
か
を
知
る
乙
と
に
あ
る
の
で
、
住
所
と
隣
接
、
な
い
し
至
近
距
離
の
場
合
は
住
所
と
同
一
物
件
と
み
る
わ
け

で
あ
る
。

（

2
）
一
筆
ご
と
、
一

一棟
ご
と
に
分
析
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
煩
雑
な
作
業
と
な
る
の
で
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
乙
と
に
し
た
。
貸
地
、
貸
家

の
有
無
を
検
証
す
る
に
は
、
筆
、
棟
に
ま
で
分
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ハ3
〉
同
一
市
内
と
い
っ
て
も
、
た
と
え
ば
西
宮
市
内
と
大
阪
市
内
で
は
内
部
で
の
距
離
感
は
相
当
に
異
な
る
。
大
阪
市
で
は
同
一
市
内
で
な
く

同
一
区
内
で
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
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ハ7
〉
大
口
委
託
者
の
不
動
産
内
容

第
6
表
か
ら
不
動
産
信
託
価
額
一

O
万
円
以
上
を
拾
う
と
ニ

O
ロ
に
上
る
。
最
多
額
は
西
宮
の
坂
口
浩
平
で
、
約
八
五
万
円
の
大

口
で
あ
る
。
同
じ
く
西
宮
の
前
田
栄
治
郎
も
六
口
を
合
わ
せ
約
八
四
万
円
で
こ
の
二
人
が
双
壁
を
な
す
。
以
下
、
和
田
弥
兵
衛
、
伊

藤
長
兵
衛
、
長
尾
良
一
、
木
村
松
太
郎
、
関
根
周
士
口
、
泉
田
武
（
二

O
万
円
以
上
）
と
続
き
、

一
O
万
円
台
が
一
一
一
ロ
あ
る
。
こ
の

う
ち
複
数
ロ
を
持
つ
の
は
、
前
掲
前
田
栄
治
郎
と
、
長
尾
良
一
、
吉
田
光
太
郎
の
計
三
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
ニ

O
人
合
計
五
七
六
万

円
は
、
九
六
口
全
体
七
九
七
万
円
の
七
二
%
に
当
た
る
か
ら
、
こ
れ
ら
大
口
先
は
本
店
不
動
産
部
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
存
在

で
あ
る
。

前
掲
第
7
表
と
重
ね
て
検
討
す
る
と
、
こ
れ
ら
大
口
先
の
実
態
が
浮
か
ん
で
く
る
。
た
と
え
ば
、
西
宮
市
に
居
住
す
る
坂
口
浩
平

の
場
合
、
所
有
す
る
不
動
産
は
一
五
カ
所
に
分
布
し
、
そ
の
う
ち
一
三
カ
所
ま
で
が
同
一
市
内
に
あ
り
、
残
る
ニ
カ
所
も
近
隣
で
あ

る
。
全
体
は
宅
地
四
一
筆
、

国
六
筆
、
畑
四
筆
、
家
屋
二
九
棟
ハ
含
む
工
場
）
に
及
び
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

の
田
畑
、
和
歌
山
市
の
畑
、
京
都
の
宅
地
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
り
、
宅
地
三
六
筆
、

同
じ
く
西
宮
在
住
の
前
田
栄
治
郎
の
不
動
産
は
一
一
カ
所
に
分
布
し
、
坂
口
と
は
異
な
り
居
住
地
だ
け
で
な
く
、
大
阪
市
東
淀
川

田
三
三
筆
、
畑
一

O
五
筆
、
原
野
四
筆
、
山
林

一
筆
、
堤
防
敷
一
筆
、
建
物
二
五
棟
に
及
ぶ
。
ま
た
、
大
医
市
西
区
に
住
む
和
田
弥
兵
衛
の
不
動
産
は
、
居
住
地
以
外
は
す
べ
て
港



区
の
五
カ
所
で
あ
り
、
宅
地
五
四
筆
、
建
物
六
二
棟
の
ほ
と
ん
ど
が
住
宅
用
〈
一
部
倉
庫
〉
で
あ
り
、
賃
貸
と
想
像
さ
れ
る
。
大
阪

市
南
区
の
伊
藤
長
兵
衛
の
不
動
産
は
、
居
住
地
及
び
周
辺
と
市
内
他
区
、
兵
庫
県
に
も
あ
る
が
、
宅
地
一
七
筆
、
建
物
七
三
棟
（
住

宅
、
商
店
、
倉
庫
、
物
置
、
納
屋
な
ど
）
で
あ
っ
て
、
同
様
に
賃
貸
用
と
思
わ
れ
る
。
阪
神
間
の
岡
本
に
居
住
す
る
長
尾
良
一
の
不

動
産
は
、
す
べ
て
地
元
岡
本
に
分
散
し
て
い
る
が
、
宅
地
二
二
筆
、

田
五
筆
、
畑
一
筆
、
建
物
八
棟
で
、

の
ち
京
都
に
転
居
し
て
い

る
。
加
古
川
在
住
の
関
根
周
士
ロ
も
、
大
阪
市
内
に
不
動
産
を
持
ち
、
宅
地
七
筆
、
建
物
一
九
棟
ハ
住
宅
、
店
舗
〉
が
そ
の
内
容
で
あ

っ
た
。
豊
中
市
に
住
む
木
村
松
太
郎
の
場
合
は
、
大
医
市
東
区
に
宅
地
九
筆
、
建
物
二
六
筆
〈
住
宅
、
納
屋
な
ど
）
を
信
託
し
て
い

る
。
神
戸
市
湊
区
に
住
む
泉
田
武
の
場
合
は
、
岡
市
の
別
区
所
在
四
筆
の
宅
地
で
あ
る
が
、
う
ち
二
筆
は
千
坪
を
越
す
も
の
で
あ
っ

た。
以
上
信
託
価
額
ニ

O
万
円
を
超
え
る
大
口
先
は
、
泉
田
を
除
い
て
種
々
の
不
動
産
を
多
数
所
有
し
、
宅
地
建
物
は
賃
貸
と
想
像
さ

れ
る
も
の
が
多
い
。
物
件
の
所
在
地
は
居
住
地
か
ら
遠
方
（
と
い
っ
て
も
京
阪
神
地
域
内
で
あ
る
が
）
の
場
合
だ
け
と
は
限
ら
ず
、

同
一
市
内
の
場
合
も
あ
る
。
遠
距
離
・
不
在
と
い
う
物
理
的
理
由
だ
け
で
な
く
、
近
く
て
も
管
理
を
依
頼
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を

戦前期信託会社の不動産信託

示
し
て
い
る
。
単
独
の
信
託
契
約
で
多
数
の
物
件
を
一
度
に
委
託
し
、
あ
る
い
は
追
加
す
る
こ
と
は
通
常
で
あ
っ
て
、
前
回
の
ご
と

く
わ
ざ
わ
ざ
複
数
日
に
分
割
し
て
い
る
の
は
例
外
で
あ
る
（
理
由
不
詳
）
。

〈
8
）
委
託
者
の
性
格

八
九
人
の
委
託
者
は
い
か
な
る
社
会
的
地
位
に
あ
る
の
か
。
そ
の
身
元
調
べ
の
結
果
は
第
8
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

判
明
し
た
の
は
上
記
の
二
一
人
〈
全
体
の
ニ
四
%
）
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
資
産
家
・
地
主
・
家
主
と
記
載
さ
れ
て
い
る
者
が

最
も
多
く
、
個
人
事
業
主
も
少
な
く
な
い
。
会
社
重
役
、
社
員
も
一
部
い
る
。
最
も
著
名
な
の
は
大
阪
の
広
岡
家
当
主
広
岡
久
右
衛

円
で
あ
る
が
、
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一
件
だ
け
で
不
動
産
の
信
託
価
額
も
そ
れ
ほ
ど
多
額
で
は
な
い
。
六
甲
に
所
有
す
る
建
物
だ
け
を
管
理
信
託
し
、

→r 



第S表委託者の身元調ぺ

番号｜委託者名｜住 所｜委託不動物ヂ｜ 摘
簿

要

17 石川文右衛門 大阪府 116,451 明16，家主（元洋反物商，織物工場経営）

32 広岡久右衛門 大阪市 12,170 明23，広岡家当主，広岡合名代表社員，大同生命副社長，兼職

多数

53 河南清蔵 神戸市 28,452 明15，洋家具商

55 小堀 喜八郎 神 戸 市 18,990 明14，山陽機械製作社長，日本機械製作（取）

58 飛鳥井正造 大阪市 24,115 明23，古着商，丸岩本店，大阪府多額納税者

61 住友保丸 大 阪 市 83,964 嘉永6，資産家

63 住友理助 大 阪 市 34,762 明12，資産家，保丸の養子

70 伊藤長兵衛 大阪市 517，倒8 明21，業種商，七ふくや，大阪府多額納税者

77 石井頴一郎 神奈川県 14,144 明18，富山県電気局技術顧問，工学博士（官僚，民間電力会社

技術畑経由〉

91 前回栄治郎 西 宮 市 836,718 明9，資産家

104 後藤久吉 大阪市 28,694 明20，山本綿花商店，馬山繰綿工場，本回線綿工場（取），山本

毛糸紡績（監〉

1σ7 斉藤直政 豊中市 27,626 大8，斉藤商店社長

113 和田弥兵衛 大阪市 595,773 明37，地，家主

114 高岡益蔵 大阪市 162,245 明19，架子商，銭屋街｛言（創業300年〉

110 長尾 良一 兵庫県 449,642 昭12，東洋綿花社員（父は関西実業界重鎮，鐙紡社長など兼職

多数だった〉

119 吉田庄兵衛 大阪市 103,637 明6，帽子商，吉田商店社長

122 前田又吉 西 宮 市 72,473 明31，地主（元同志土地会社重役）

126 遣ま 重 候 西 宮 市 60,380 明21，住友金属工業工作部長
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ス
デ
l
倶
楽
部
に
無
償
で
利
用
さ
せ
て
い
る
も
の
で
、
広
岡
家
自
体
の
財
産
を
多
額
に
信
託
す
る
と
い
う
事
例
で
は
な
く
、
特
殊

な
ケ
！
ス
と
い
え
よ
う
。
住
友
関
係
者
と
明
示
で
き
る
の
は
、
森
重
候
（
住
友
金
属
社
員
）
と
右
に
は
掲
げ
て
い
な
い
が
木
下
伝
之

助
（
住
友
銀
行
員
）
だ
け
で
あ
る
。

『
人
事
興
信
録
』
に
記
載
さ
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
人
た
ち

で
あ
ろ
う
。
残
り
の
七
六
%
の
人
た
ち
に
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
親
権
者
・
後
見
人
を
定
め
て
い
る
未
成
年
者
な
ど
一
一
人

ゃ
、
女
名
義
の
不
動
産
所
有
者
二
二
人
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
三
五
人
が
い
か
な
る
階
層
に
属
す
る
の
か
を
知

り
た
い
が
、
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

（

1
〉

住
友
保
丸
・
理
助
父
子
は
、
住
友
財
閥
で
の
住
友
一
族
で
は
な
い
。
保
丸
の
養
女
が
住
友
克
一
ハ
吉
衛
門
の
兄
〉
の
委
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

戦前期信託会社の不動産信託

四
地
方
信
託
会
社
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
事
例

l
l秋
田
、
近
江
信
託
の
場
合

秋
田
信
託
｜
｜
不
動
産
信
託
の
比
重
が
大
き
い
事
例

〈

1
〉
同
社
の
不
動
産
信
託
の
推
移

昭
和
二
三
九
二
七
）
年
五
月
に
設
立
さ
れ
た
秋
田
信
託
は
、
資
本
金
二

O
O万
円
（
払
込
五

O
万
円
）
の
地
方
中
小
信
託
の
一

つ
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
別
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
地
方
信
託
の
う
ち
で
は
発
展
し
た
方
で
あ
る
。
同
社
の
信
託
財
産
の
推
移

47 

は
第
9
表
の
ご
と
く
昭
和
七
年
に
純
減
を
経
験
し
た
も
の
の
、
傾
向
と
し
て
は
漸
増
を
続
け
て
地
方
信
託
の
上
位
に
ま
で
上
昇
し



第自表秋田信託の信託財産推移 〈単位：千円〉

決算期 金信銭託債権 害賠｜版あ｜計
信託 (B) 

昭 2.11 572 24 9 540 47.2 1,145 

3. 5 1,520 1伺 48 709 29. 7 2,387 
11 2,220 143 77 1,330 35.3 3,772 

4. 5 3,531 141 116 1,164 23.5 4,954 
11 4,139 140 128 1,206 21. 5 5,615 

5. 5 4,650 165 128 1,240 20.0 6,185 
11 4,929 185 105 1,145 18.0 6,365 

6. 5 5,107 185 27 1,147 17.7 6,467 
11 5,221 177 26 861 13.7 6,286 

7. 5 4,791 198 24 824 14.1 5,839 
11 4,709 229 10 797 13.9 5,747 

8. 5 4,681 184 10 800 14.1 5,677 
11 5,024 197 10 836 13.8 6,067 

9. 5 5,382 218 13 829 12.9 6,444 
11 5,904 200 13 812 11. 7 6,931 

10. 5 6,033 254 13 818 11. 5 7,119 
11 6,302 264 12 875 11. 7 7,455 

11. 5 6,528 283 12 873 11. 3 7,698 
11 6,434 317 11 910 11. 9 7,673 

12. 5 6,599 516 11 873 10.9 8,022 
11 6,831 619 14 623 7.7 8,089 

13. 5 7,441 668 15 583 6.7 8,709 
11 7,899 884 16 565 6.0 9,365 

14. 5 8,361 899 30 648 6.5 9,941 
11 9,018 1,107 16 652 6.0 10,825 

15. 5 10,649 1,104 48 694 5.6 12,496 
11 12,009 1,585 52 898 6.2 14,545 

16. 5 12,741 1,670 62 933 6.1 15,407 
11 13,486 1,693 96 946 5.8 16,222 

17. 5 15,423 1,694 105 952 5.2 18,175 
11 16,187 1,707 1凶 976 5.1 18,979 

18. 5 18,026 l, 718 193 1,026 4.9 20,966 
9 19,114 1,718 188 l，伺O 4.7 22，田l

19. 3 ~~： 495 1,934 200 1,053 4.3 24,683 
9 523 2，α)9 2侃 1,054 3.9 26,793 

20. 3 27,330 2,113 245 1,047 3.4 30,737 

〔備考〕 営業報告書より計算の上作成。千円未満切捨て。
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た
。
同
社
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
金
銭
信
託
中
心
の
発
展
で
あ
る
が
、
準
戦
時
体
制
期
ま
で
不
動
産
信
託
が
金
銭
信
託
に
次
い
で
大
き

な
比
重
を
占
め
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
前
掲
第
3
表
で
み
た
よ
う
に
、
都
市
大
信
託
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
が
、
地
方
信
託
の
う

ち
で
は
不
動
産
信
託
が
最
多
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
創
立
以
来
急
増
し
た
不
動
産
信
託
は
、
六
年
五
月
期
ま
で
は
一

O
O万
円
を
超
え

て
い
た
も
の
の
漸
減
し
、
一
三
年
に
は
二
分
の
一
の
規
模
ま
で
縮
小
し
た
。
以
後
ふ
た
た
び
漸
増
し
、
敗
戦
間
近
い
一
八
J
二
O
年

で
は
一

O
O万
円
の
水
準
を
保
っ
て
い
た
。
信
託
財
産
の
う
ち
不
動
産
信
託
の
比
重
が
高
か
っ
た
の
は
昭
和
初
期
の
数
年
間
で
、
五

年
以
降
二
割
を
切
り
、
比
重
は
下
が
り
続
け
て
ニ

O
年
に
は
僅
か
三
%
台
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
秋
田
信
託
の
不
動
産
信
託
が
注

目
さ
れ
る
の
は
昭
和
初
期
だ
け
で
、
金
銭
信
託
の
発
展
、
さ
ら
に
有
価
証
券
信
託
が
戦
時
体
制
下
に
増
加
し
て
、
不
動
産
信
託
の
地

位
は
急
速
に
低
下
し
た
の
で
あ
る
。

同
社
は
昭
和
ニ

O
年
九
月
、
親
銀
行
と
い
う
べ
き
秋
田
銀
行
に
合
併
さ
れ
、
同
行
に
信
託
部
が
設
け
ら
れ
、
信
託
勘
定
は
す
べ
て

不
動
産
信
託
も
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
た
。
都
市
銀
行
・
地
方
銀
行
の
信
託
部
門
を
切
り
離
し
、
信
託

専
業
化
を
図
る
大
蔵
当
局
の
方
針
に
よ
り
、
同
行
も
三
七
年
九
月
に
信
託
勘
定
を
閉
鎖
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
秋
田
信
託
時
代
か
ら

同
行
に
引
き
継
が
れ
た
か
ら
、

戦前期信託会社の不動産信託

続
い
た
不
動
産
信
託
は
ひ
と
ま
ず
終
了
す
る
。
本
稿
は
敗
戦
直
前
の
二

O
年
三
月
期
ま
で
を
戦
前
の
不
動
産
信
託
と
し
て
対
象
と
す

る
（1
）
秋
田
信
託
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
秋
田
信
託
業
の
成
立
と
発
展
｜
秋
田
信
託
を
中
心
と
し
て
」
『
信
託
』
一
一
五
号
、
昭
和
五
三
年
八
月
が

あ
り
、
そ
の
中
で
同
社
の
不
動
産
信
託
に
も
一
応
の
分
析
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
帳
簿
ベ
l
ス
に
立
ち
帰
り
、
一
層
詳
細
な
考
察
を

施
し
た
。

（2
〉
『
秋
田
銀
行
百
年
史
』
（
昭
和
五
四
年
刊
）
は
コ
ニ
一
年
一

O
月
一
日
以
降
、
各
種
信
託
の
新
規
受
け
入
れ
を
停
止
し
、
さ
ら
に
三
二
年
一

月
以
降
、
金
銭
信
託
の
書
替
継
続
（
期
間
延
長
）
を
も
停
止
し
て
、
信
託
業
務
会
般
に
わ
た
っ
て
受
け
入
れ
を
停
止
し
た
。
受
け
入
れ
停
止
に

あ
た
っ
て
は
、
取
引
先
の
便
宜
を
考
慮
し
て
、
安
田
信
託
銀
行
と
提
携
し
、
希
望
す
る
当
行
関
係
先
を
同
行
に
斡
旋
し
て
い
る
」
ハ
二
八
一
一
良
〉
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と
あ
り
、
「
信
託
部
は
三
六
年
五
月
一

O
日
限
り
で
廃
止
さ
れ
、
残
務
は
大
町
出
張
所
に
引
き
継
が
れ
た
」
（
二
八
二
頁
）
と
い
う
。
本
稿
で
使

用
し
た
「
信
託
不
動
産
記
入
帳
」
で
は
「
昭
和
三
七
年
九
月
ニ
六
自
信
託
勘
定
閉
鎖
」
の
ゴ
ム
印
が
図
、
畑
、
山
林
な
ど
六
種
す
べ
て
記
般
の

最
後
に
あ
る
が
、
残
務
整
理
終
了
で
押
捺
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

50 

（
2
）
不
動
産
信
託
の
分
析

同
社
に
残
さ
れ
て
い
た
の
は
「
信
託
不
動
産
記
入
帳
」
の
み
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
前
述
の
住
友
信
託
で
み
た
「
土
地
及
其
ノ

定
著
物
ノ
信
託
引
受
物
件
明
細
表
」
の
ご
と
く
個
別
の
信
託
契
約
内
容
が
把
握
で
き
る
材
料
で
は
な
い
の
で
、
時
系
列
で
取
引
経
過

を
知
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
戦
前
期
全
体
の
全
取
引
を
一
定
の
方
法
で
整
理
し
、
組
み
立
て
れ
ば
相
当
の

内
容
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
社
の
「
記
入
帳
」
で
判
明
す
る
の
は
、
委
託
者
、
契
約
日
、
信
託
物
件
内
容
、
受

入
数
量
・
金
額
、
払
出
数
量
・
金
額
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
同
信
託
に
は
支
店
が
な
く
、
こ
の
「
記
入
帳
」
に
登
場
す
る
の
が
同
社

の
不
動
産
信
託
の
す
べ
て
の
取
引
で
あ
る
以
上
、
同
社
の
全
体
像
を
示
す
重
要
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

①
委
託
者
数
と
取
引
件
数

同
記
入
帳
は
昭
和
二
年
七
月
二
七
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
戦
後
三
七
年
九
月
二
六
日
、
同
社
の
信
託
勘
定
が
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
の
記

録
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ニ

O
年
三
月
期
ま
で
を
整
理
し
分
析
対
象
と
し
て
い
る
。
不
動
産
信
託
の
契
約
数
は
累
計
で
一
二

O
口、

同
一
人
が
複
数
日
有
す
る
場
合
が
あ
り
（
ニ

O
口
）
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
委
託
者
実
数
は
一

O
O人
と
な
る
〈
解
約
が
発
生
す
る

年
度
ご
と
に
現
在
口
数
を
数
え
れ
ば
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
）
。

の
で
、

住
友
信
託
本
店
不
動
産
部
が
戦
前
期
に
一
四
七

ロ
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
そ
れ
に
近
く
、
地
方
信
託
と
し
て
は
契
約
数
が
多
い
方
と
思
わ
れ
る
。

久
右
衛
門
が
士
口
治
の
契
約
を
引
き
継
い
だ
（
お
そ
ら
く
相

続
〉
こ
と
を
示
し
、
こ
の
よ
う
な
ケ

l
ス
は
一
二
件
に
及
ぶ
。
明
細
表
で
な
い
た
め
、
受
益
者
が
委
託
者
と
異
な
る
場
合
や
、
親
権

第
叩
表
の
委
託
者
欄
に
「
掛
札
土
日
治
（
久
右
衛
門
〉
」
と
あ
る
の
は
、



号｜竺託者｜受託日｜最新Iii所在地｜回｜畑｜山林｜原野｜宅地｜建物｜ 計

1大橋信太郎 2σ7'1:7 250922 1盛岩村 2,669 2,669 

2錨札吉治（久右衛門） 21117 121129 2吉田村 259,004 1,761 223 991 14,238 276,217 

3粟盛倉松 21220 290910 3早口村 l，α)0 l，α)0 
4栗盛鉄蔵（仙三） 21220 29回20 3長木村 16,179 16,179 

5遠藤市三郎 30109 90525 4下井河村 4, 71~ 41( 5,125 

6小中秀造 30110 1α)628 9長野下姻反町 43,512 4,632 48,144 

7多国友吉 30118 70107 9川尻町 3,947 l, 45~ 5,399 

8粟盛鉄蔵（順吉〉 30326 25伺22 3大館町 74,462 4 74,466 

9長谷部孫吉 30326 29位20 3西館村 8, 50!! 541 7,899 35 426 585 17,995 

10 今哲郎 30417 370607 5北松岡 398 398 

11 池田亀治 30610 60710 5刈和野町 277,737 62,146 28,528 7,256 13, 177 388,844 

12 栗盛倉松（！順吉） 30612 25伺223上川沿村 56,31( 56,310 

13 栗盛鉄蔵 30615 29但203下川沿村 8,564 4 8,568 

14 栗盛鉄蔵〈良蔵〉 30615 191201 3三井田村 15,3~ 15,348 

15 土橋等樹 307田 25伺22 9保戸野愛宕町 1,099 197 1,296 

16 能登谷イソ 307伺 35回24 9保戸野表鉄砲町 l,03t 3α 1,335 

17 小笠原与市（菊治郎〉 30707 29回203早口村 7,985 258 1,126 9,369 

18 岡本理吉 30803 1304回 9鷹匠町 1, 14( 56C 26,653 3,878 32,231 

19 栗盛倉松 3伺01250922 3早口村 10,770 10,770 

20 青木源助 30813 170115 4金足村 31,331 96 1,323 650 l, 14'i 34,547 

21 佐々 木儀七（益） 30720 辺倒18 6三輪村 40,28E 3,918 949 620 1,341 47,116 
h吋

‘司



号番 委 託 者 取最終引 分区 所在地 回 畑 I ili ~ I原野｜宅地 建物 計

22 前川湾政 31218 110318 7亀田町 1,470 

23 戸掘直人 31218 51121 5神代村 14,857 3,705 1,5回

24 小笠原与市〈キツ） 40226 170515 3早口村 929 54 
25 佐藤才三郎 40411 3α)808 7象潟町 33,975 1,227 5仰 254 1,695 

26 林直三郎 40423 2201伺 4脇本村 16,143 2 

27 林直幹 40423 2201伺 4脇本村 12,410 9 13,020 

28 斎藤盛ー 40:閃6 40827 7本荘町 14,600 2,528 

29 佐藤吉郎右衛門 40614 200904 3西館村 4,374 282 18 

30 横山長蔵 40816 130118 6弁天村 9,590 51 

31 長谷川隆 40914 220725 9川尻町 10,533 406 14,381 6,321 

32 田中末吉 41018 220930 8浅内村 2,158 304 950 

33 金子太郎 41022 25伺22 4外旭川村 56,766 9,574 

34 富岡キエ 50130 110501 2横手町 4,841 1,281 487 

35 加藤与助（茂左衛門〉 印620110330 8粕毛村 8,116 

36 宮野新太郎（恒雄〉 回726121001 5刈和野町 1,768 135 39 15 

37 千葉久米吉 印424100608 9下浜町 721 2,162 2,434 

38 間貞夫 70530 130723 4脇本村 4,370 366 1,919 

39 柴田小太郎 70812 260220 8鹿波町 401 

40 伊藤幸子 80330 220725 9秋田市泉 650 2,943 522 

41 i中野谷良治 80501 1卯 305 5清水村 3，印5 566 43 

42 中村議 80616 180623 4外旭川村 1,690 

43 多沼銀次郎 印713 91009 9西根小屋町 23,099 

e、
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44 粟盛倉松 80718 2回922 3釈迦内村 7,972 38 8, 

45 栗盛倉松 加7182田922 3釈迦内村 10,092 10, 

46 粟盛倉松 加7182叩220 3山瀬村 5,673 1 5, 

47 粟~倉松 80718 300323 3大館町 480 

48 室主沼銀次郎 加913 91023 9西根小屋町 2,189 2, 

49 絵井字市 81020 120527 9菊町 413 

50 近菊治 81223 110214 2植田村 1,039 283 634 1, 

51 疋田キミエ 90312 370702 9保戸野愛宕町 319 2H 

52 佐藤佐吉 90709 150111 9保戸野 2，幻C 2, 

53 荒谷恒三 90913 150527 3扇田町 6,321 6, 

54 村上熊蔵 100319 140221 7上浜村 3,629 3, 

55 加藤文三郎 100524 211012 4船越町 4,771 4, 

56 凝固長吉 100622 181201 1新屋町 1,033 l, 

57 佐藤与兵衛（義男3 100629 310329 7西滝沢村 14,741 1,880 16, 

58 北潟茂吉 100704 210913 9川反上五丁目 1,155 却，631 21, 

59 佐藤ナツエ 100729 211118 7金浦町 3,48'i 11 10 3, 

ω 佐藤喜吉 100729 211118 7金浦町 2,748 2, 72<1 499 84 286 6, 

61 佐藤喜吉 100729 211118 7金浦町 216 664 

62 塚本幸三郎 100加72印922 9上通町 11,351 11, 

63 北潟茂吉 100812 210925 1川添村 3,668 3, 

64 長門ミキ〈末吉〉 100816 120714 9楢山登町 83E 160 

65 沢石厳 101028 270402 4上井川村 1,404 l, 

66 秋田高等家政女学校 110208 140411 9下中城町 6，α）（） 6, 

67 石田清太郎 110224 300327 3大館町 14 9f 76 4l: 5~ 



委 託 者 ｜受託日｜最事 去1所在地｜ 回

68 伊藤勝義 110袋路 121204 1仁井田村

伺 高幡明 110325 17，伺30 7耳事木村 2,725 

70 加藤文三郎 110724 210613 3長木村 1,545 

71 門脇清蔵 11σ729 260720 1新屋町

72 松田奥之助 110位2210517 4商潟村 30,358 

73 石郷岡寿三 11伺26怨0910 9秋田市濁川 5,171 

74 奥山信吾 12ぽ',07200424 gJ喜ケ扇丁

75 藤原皮左衛門 120828 220918 6川連町

76 村上サダ 121106 290220 1仁井田村 1,420 

77 管啓治／良治 121115 301222 6秋ノ宮村 1,531 

78 工藤貞一郎 121116 360814 9秋田市泉 2,4印

79 林直三郎 130418 220109 4潟西村 3,0印

80 林直斡 130418 140126 4脇本村 1,926 

81 柳閏善方 13σ720 25倒22 4下新城村 11,303 

82 斉藤孝昌 130823 210812 7下川大内村 7,695 

83 問中信子 140221 25伺22 4広山中村 1,198 

84 伊藤耕村 140414 220611 1四ツ小屋村 80,681 

85 樋口藤一 140619 25伺22 4広山田村 4,650 

86 塩田間平 140626 290220 6川連町 110 

87 田畑染之助 141028 36伺 14 5線諮村 2,218 

88 田畑テツ 141028 360814 5飯詰村 246 

89 田中留次郎 150221 190106 3早口村 6, 43l: 

畑 山林 原野

7 24 10 

91 

89 

196 

595 

2，侃1 723 

771 295 16 

221 35 

宅地｜建物｜
1,398 

224 

211 941 

742 

21,173 

5,536 266 

3,645 

170 537 

8お

計

1,398 

2，侠殉

1,636 

1,241 

30,3回

5,171 

742 

21,173 

1,420 

l, 727 

8,857 

3,060 

1,926 

11,303 

7,695 

1,198 

87,110 

4,650 

1,899 

3,043 

502 

6,438 

司句、



90 千業政敏 150402 370525 5生保内村 l, 7回

91 土閏孝吉 150517 180525 2吉田村 32,8田

92 字佐美金市 150629 160417 4下新城町

93 藤原栄二 150801 220809 5大曲町 3,426 

94 後藤喜和子 151129 370525 5高梨村 118,400 

95 小林速一郎 15伺2025侃22 8鶴1修村 8,549 

96 小林速一郎 15伺20250922 8鶴形村 7,444 

97 鈴木鐙治 1日)926180301 2阿気村 26,783 

98 石郷岡寿三 151010 3α)3σ7 4広山田村 16,463 

99 奈良周喜治 151129 341似淘 4金足村 9, 36~ 
100 菊池鶴松 160212 261213 4五減目町 548 

1位 山谷セツ 160224 180824 8屋銀村 27, 94~ 

103 安立守一 16回08220109 4外旭川村 4,820 

104 鎌田ミヤ 160808 25伺02 4大平村 15,999 

105 石郷岡寿三 160816 3003σ7 9柳田 5,824 

106 小鳥栄太郎 17σ707 290519 7本在町 10,330 

107 小島栄太郎 17σ7σ7 290220 7鮎川村 9,661 

1回 遠藤筋一郎 170711 25伺22 4下井河村 623 

109 原野ヒサ 170804 240518 9川反四丁目

110 畠山シゲ 180219 250922 8 箆~町 1,675 

111 海通千代松 18σ714 220930 4払戸村 28,220 

112 平野光雄 180412 220518 9保戸野 59,580 

113 佐々木ヒサ子 180805 330428 9鉄砲町

114 石郷岡寿三 180626 300却7 1仁井田村 4,271 

1,478 26 497 

93 

14 

2,701 1,419 880 

469 

8~ 14 15 

4 

247 

11 428 21 

33( 

n 82 

11( 

1, 23( 2,415 1,344 

703 

536 

5,949 1,006 

10,315 

384 

3,84~ 

17 

7,524 2，印5

l, 281 

10,974 1,909 

1,3伺 5,991 

l, 705 

35,592 

629 

10,395 

133,715 

8,549 

8,297 

26,894 

16,467 

9,362 

795 

27,942 

4,820 

16,459 

5,824 

14,502 

9,835 

623 

10,029 

1,675 

29,611 

77,452 

7,299 

4,271 ‘司
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委 託 者 ｜受託日｜最前 去1 所在地｜ 回 畑 ｜山林｜原野 計

115 鈴木盤 180830 2α)904 2阿気村 335 1 336 

116 中里子与吉 18σ710 190125 91曾山 5,956 5,956 

117 細谷久太郎 1903侃 370926 4下新城村 26,780 1 26,781 

118 柴田政太郎 19倒2629仰21 9楢山 1,397 1,879 3,276 

119 阿曽村貞 190420 280211 9中亀ノ丁末町 6,500 6,500 

120 阿曽村貞 19似20280211 9亀ノ丁末町 2,66~ 2,665 

121 阿曽村貞 190420 251100 9~ノ丁西土手 1,638 1,638 

€; 計 1,634,865 113,315 58,508 24,778 295,SSC 町

［備考〕 1.秋田信託「信託不動産記入帳Jより計算の上作成。

2.受託日，最終取引は，下2桁が日，中2桁が月，上2桁が昭和の年を表わす。区分は第12表を多照。
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ら
、
追
加
、
終
了
は
も
ち
ろ
ん
、
一
部
解
約
、
評
価
増
減
、
数
量
・
金
額
の
訂
正
ま
で
克
明
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
受

託
さ
れ
て
か
ら
幾
年
も
動
き
が
な
く
終
了
の
み
と
い
う
ケ

l
ス
が
あ
る
一
方
、
終
了
ま
で
の
期
間
に
追
加
、
一
部
解
約
が
か
な
り
頻

繁
な
ケ
ト
ス
も
み
ら
れ
る
。
全
取
引
の
記
帳
回
数
は
次
に
み
る
と
お
り
五

O
三
で
あ
る
が
、
評
価
増
減
や
訂
正
を
除
く
実
質
取
引
で

帳
は
一
三
六
と
な
る
。

み
る
と
四
八
ニ
と
な
る
。
こ
の
う
ち
受
託
開
始
時
と
解
約
時
は
当
然
記
帳
さ
れ
る
か
ら
除
く
と
、
途
中
で
変
動
が
あ
っ
た
た
め
の
記

戦前期信託会社の不動産信託

田

記

帳

回

数

例

一

八

七

評

価

増

減

側

三

訂

正

例

五

実
質
凶
H
（
a
l
b－

c
〉

一

七

九

受

託

開

始

数

例

八

八

解

約

数

川

二

一

取
引
移
動
数
削
H
（

d
l
e
l
f〉
七

O

g
／
d

（Mm）
三

九

・

一

受
託
し
て
未
解
約
三
回
の
み
）
、

畑
七一六

九
四
三一三一三

一
八
・
八

五原
ニ野

五
二

三
ニ一O一O

一
九
・
ニ

ヰーニ四
一八 六 二 六

四山
九林

宅
地

九
六一－一五

八
九

五一一七
一一一

二
三
・
六

受
託
し
て
解
約
の
み
（
二
回
）
が
最
低
の
記
帳
回
数
で
あ
る
か
ら
、

回
か
追
加
・
一
部
解
約
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
管
理
信
託
の
場
合
、

ろ一三四 四建
五四三 O 七一二八物

計

五
O
三九

一一一

四
八
二

一一六占ハ
八
O

一
三
六

二
八
・
ニ

い
っ
た
ん
受
託
し
た
ら
解
約
ま
で
変
化
し
な
い
と
想
像

そ
れ
以
外
の
者
は
、
幾

し
勝
ち
で
あ
る
が
、
秋
田
信
託
で
は
か
な
り
変
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
叩
表
で
み
る
と
お
り
固
と
山
林
の
受
託
で
多
く
の
変
動

が
あ
り
、
建
物
で
の
変
動
は
少
な
か
っ
た
。
農
業
地
帯
の
秋
田
県
に
お
い
て
田
や
山
林
の
売
買
が
多
く
あ
り
、
そ
の
た
め
の
追
加
、

一
部
解
約
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

②
契
約
期
間

5'1 



直
接
に
契
約
期
聞
を
示
す
明
細
は
な
い
が
、
取
引
経
過
を
整
理
し
て
み
る
と
若
干
の
事
実
が
判
明
す
る
。
第

m表
の
「
受
託
日
」

は
、
す
べ
て
の
口
数
に
つ
い
て
最
初
の
受
託
が
あ
っ
た
日
で
あ
る
か
ら
、
契
約
の
起
点
と
い
え
る
が
、
「
最
終
取
引
日
」
は
六
種
の

取
引
の
う
ち
の
記
帳
さ
れ
た
最
終
分
を
示
す
も
の
で
、
必
ず
し
も
解
約
日
を
意
味
し
な
い
。
記
入
帳
の
性
格
上
、
解
約
日
は
示
さ
れ
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て
い
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
全
部
払
い
出
さ
れ
て
残
高
零
と
な
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
解
約
と
み
な
し
う
る
ケ
l
ス
が
多
数
あ
る
（
右
記

で

の

解

約

数

が

そ

れ

で

あ

る

）

。

右

記

の

解

約

数

は

そ

れ

で

よ

い
と
し
て
も
、
か
な
り
の
口
数
が
現
実
の
解
約
時
点
よ
り
早
い
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
止
む
を
得
ず
「
受
託
日
」
H
始
点
、
「
最

し
た
が
っ
て
「
最
終
取
引
日
」
を
契
約
の
終
点
と
み
な
し
た
場
合
、

終
取
引
日
」
H
終
点
と
み
な
す
が
、
以
下
の
結
論
よ
り
実
際
は
や
や
長
期
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

金

額

（

円

〉

金

額

ハ

円

〉

一

、

七

三

三

五

ニ

O

、

六

一

八

九

て

三

O

五

二

五

三

、

七

四

二

三

七

O

、

九

二

ニ

六

八

九

、

二

一

O

二

四

六

、

六

八

六

二

、

一

八

三

、

八

一

六

帳
簿
に
記
冊
賦
さ
れ
て
い
る
取
引
記
録
は
、
信
託
勘
定
が
閉
鎖
さ
れ
る
昭
和
三
七
年
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
考
察
対
象
期
間
以
後
解
約

《

sv

（
あ
る
い
は
記
帳
〉
さ
れ
た
も
の
も
判
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
受
託
物
件
が
増
減
し
て
も
、
信
託
契
約
が
存
続
し
て
い
る
期
聞
を
推

定
す
る
と
右
記
の
ご
と
く
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ニ
O
年
以
上
が
二
三
口
〈
一
九
克
〉
あ
り
、
一
O
年
以
上
ま
で
加
え
る
と
七
ニ
ロ

（
六
O
%
〉
と
な
っ
て
、
信
託
期
間
で
は
長
期
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
金
額
的
に
み
て
も
ニ
O
年
以
上
は
ニ

年

数

三
O
年
以
上

二
五ニ

O
一五

一広、

ニー ロ
ニ四七ニ数

年
数一O五五

年
未
満

計

一
O
年
以
上
は
五
六
%
で
ほ
ぼ
同
傾
向
に
あ
る
。

③
受
託
・
解
約
推
移

口
数

二
七

二
五一一一一一

一二
O

第
口
表
は
六
種
別
に
年
毎
に
受
託
・
解
約
の
口
数
と
数
量
と
金
額
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

田
を
み
る
と
、
昭
和
二
、



三
年
に
大
口
受
託
が
あ
。
、
昭
和
田
、
五
年
も
か
な
り
の
受
託
が
続
く
。
の
ち
に
述
べ
る
掛
札
吉
治
の
ニ
六
万
円
、
池
田
亀
治
の
ニ

八
万
円
を
は
じ
め
、
薬
盛
父
子
の
一
七
万
円
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
昭
和
初
期
に
一

O
O万
円
近
い
金
額
が
受
託
さ
れ
た
が
、
六

年
に
は
池
田
が
早
く
も
三
年
経
過
し
て
ニ
八
万
円
を
解
約
し
、

一
二
年
に
は
掛
札
が
一

O
年
経
過
し
て
二
六
万
円
を
解
約
し
た
。
そ

の
後
は
一
四
年
に
伊
藤
耕
村
の
八
万
円
、
一
五
年
に
後
藤
喜
和
子
一
二
万
円
が
大
口
で
あ
っ
た
。
大
口
以
外
で
も
か
な
り
毎
年
の
変

動
が
み
ら
れ
る
。
宅
地
が
固
に
次
い
で
受
託
・
払
出
と
も
に
変
動
が
多
く
、
初
期
だ
け
で
な
く
毎
年
の
よ
う
に
出
入
り
が
あ
る
。
と

こ
ろ
が
原
野
、
山
林
、
建
物
は
概
し
て
小
額
の
受
託
・
払
出
に
止
ま
り
、
変
化
が
な
い
年
も
多
く
み
ら
れ
る
。
畑
が
宅
地
に
次
ぐ
動

き
で
あ
る
が
、
一
年
で
受
託
（
あ
る
い
は
払
出
）
口
数
が
一
二
を
超
え
る
ハ
月
一
口
以
上
）
の
は
昭
和
三
年
の
回
だ
け
で
あ
る
。
一

年
で
動
き
が
一

O
口
以
上
と
い
え
ば
、
固
と
宅
地
以
外
に
は
な
い
。
要
す
る
に
、
受
託
に
せ
よ
、
解
約
に
せ
よ
一
年
中
ひ
と
ロ
も
な

い
年
、

て
ニ
ロ
の
年
が
相
当
多
い
こ
と
、
金
銭
信
託
と
違
っ
て
誠
多
に
不
動
産
信
託
の
客
は
な
い
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
秋
田
は

市
街
地
型
の
不
動
産
信
託
（
宅
地
、
建
物
中
心
〉
で
は
な
く
、
農
村
型
の
不
動
産
信
託
（
回
、
畑
、
原
野
、
山
林
）
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

戦前期信託会社の不動産信託

③
物
件
所
在
地

物
件
内
容
も
厳
密
に
は
把
握
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
「
北
秋
田
郡
長
木
村
上
代
野
字
下
綱
一
番
外
ニ
ニ
筆
」
の
よ
う
な
記
載
な
の

で
、
物
件
所
在
地
の
見
当
は
つ
く
が
、
「
外
二
二
筆
」
と
あ
る
よ
う
に
「
下
綱
一
番
」
以
外
の
場
所
に
も
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
の
、

「
下
綱
」
地
区
内
な
の
か
、
他
地
区
か
は
知
り
得
な
い
。
お
そ
ら
く
遠
隔
地
分
も
含
む
可
能
性
は
低
く
、
表
示
地
及
び
そ
の
周
辺
と

想
像
さ
れ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
正
確
な
所
在
地
ま
で
は
追
求
し
な
い
。
必
要
な
の
は
同
社
の
受
託
物
件
が
秋
田
県
内
か
県
外
か
、
県

内
な
ら
い
ず
れ
の
地
方
か
、

の
程
度
で
あ
る
。

「
記
入
帳
」
を
み
て
も
委
託
者
の
住
所
は
不
明
で
あ
る
か
ら
、
住
所
と
物
件
所
在
地

59 

と
の
関
係
は
住
友
信
託
の
場
合
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
え
な
い
。



第11表不動産信託の受託・払出推移 〈単位：円〉

回 畑

臣J受託 払出 受託 払出 払出

口数｜ 金 額 口数｜金 額 口数 金 額 口数金額 口数金額

昭 2 2 261,670 1 1,761 1 991 

3 13 541,255 7 68,103 7 19,895 

4 9 87,326 6 26,752 1 14,600 6 785 

5 5 叫 071 11 44,025 1 135 1 55,076 1 15 3 7,561 

6 3 263,943 1 721 2 10,634 1 154 

7 2 4,760 4 13,105 1 366 1 81 

8 7 30,162 2 4,393 2 604 1 51 2 44 1 21 

9 2 7,411 10 9,214 1 283 2 22 

10 9 35,697 2 1,398 3 3,890 2 9叩 2 94 

11 6 39,821 6 13,486 4 282 2 336 2 58 

12 5 5,452 4 276,3σ7 2 791 2 1,896 3 1,098 

13 5 24,004 11 45,262 6 3,986 5 652 

14 9 89,167 6 3,422 4 3,053 2 51 

15 11 2鈎， 180 4 9,418 5 4,368 4 1,396 

16 5 55,133 1 52 2 258 1 93 1 21 

17 4 20,614 7 4,997 2 6伺 2 297 1 82 2 64 

18 7 95,359 5 71,954 2 1,340 3 1,523 2 1,345 3 592 

19 1 26,780 6 27,168 1 566 1 1 1 43 

計 1 102 I 1. 634, 865 82 788,144 44 113,315 26 89,983 32 24,778 20 10,266 

［備考〕 出所は第10表と同様。第12表も問機。

Q 
<o 



昭 2 1 223 1 14,238 

3 6 40,825 10 92,761 7 11,454 

4 3 5,589 5 35,329 2 3,218 2 7,823 

5 1 39 3 8,249 1 1,281 5 31,712 1 487 2 1,989 

6 1 187 1 2,162 2 10,552 1 2,434 1 2,434 

7 2 28,397 1 1,919 4 22,717 3 6,326 

8 1 262 4 26,043 3 12,933 3 3,124 1 850 
9 2 128 3 3,223 2 23,099 1 215 2 2,599 
10 1 499 2 224 5 34,986 2 3,446 2 824 2 3,913 
11 2 100 4 1,886 1 635 2 6,941 

12 3 262 2 26,709 4 15,571 2 1,008 3 573 
13 2 363 7 29,033 2 6,354 
14 4 5,408 3 8,475 3 4,640 1 724 1 537 1 6，α到。
15 4 1,928 5 17,470 1 2,270 1 l，α)6 
16 1 428 1 417 3 4,902 

17 1 1,054 2 l, 124 3 11,383 1 222 1 2，印5
18 1 2,415 3 163 3 13,563 2 1,435 3 13，お6
19 2 7,897 1 142 2 6,182 1 5,956 

計｜ 仰 351 54 J 295,907 41 162,611 29 58,396 18 36,994 

物建地宅林山

同
抑
制
』
制
蔀
V
R
Q
刻
。
掘
削
』
夜
寝
鋒 h吋

<.c 
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第12表秋田信託の不動産信託物件所在地 〈単位：円〉

区 回 畑 原野 山林

宅地時～

計

分
所在地

件数｜金 件利金額件数 金 額 額 件数金額 件数金額 件数金 額

1 河辺郡 7 95，回C 3 2,150 1 723 3 5,254 1 941 15 104，伺8

2 平鹿郡 7 324,890 4 3,604 4 1,504 3 263 4 16,856 1 487 23 347,604 

3 北秋田郡 19 231,060 7 1,309 7 10,930 4 10,101 2 479 1 585 40 254,464 

4 南秋田郡 25 287,073 7 932 6 I，伺4 3 5,881 6 17,723 1 410 48 313,103 

5 仙北郡 10 426,68'i 7 65,790 6 8,239 4 30,010 7 34,176 2 2,508 36 567,410 

6 雄勝郡 4 51,519 3 4,885 3 687 2 1,244 3 22,684 1 537 16 81,5日

7 由利郡 10 87,952 6 18,967 4 430 2 1，α)8 6 10,248 1 664 29 119，お9

8 山本郡 6 28,343 1 304 2 1,419 1 384 10 30,450 

9 秋田市 5 73,685 6 15,171 2 1,904 1 2,415 20 187,5伺 22 52,264 56 332,945 

記載なし 2 28,490 2 28,490 

計 95 1,634,719 44 113,112 32 2刈，77f 93，侃452 58,396 275 2,179,379 

@-jくロ糊掘榊Q刻~

、。



秋
田
信
託
の
場
合
、
委
託
者
の
身
元
が
分
か
る
ケ
l
ス
は
概
し
て
少
な
い
。
全
国
的
に
み
て
大
地
主
の
多
い
県
で
あ
る
が
、

（

4
）
 

町
歩
以
上
の
大
地
主
名
簿
に
登
場
す
る
委
託
者
は
意
外
に
少
な
く
、
わ
ず
か
四
人
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

職

業

住

所

所

有

面

積

掛

札

吉

治

金

穀

貸

付

業

平

鹿

郡

横

田

町

一

八

七

町

歩

東

盛

鉄

蔵

金

貸

業

北

秋

田

郡

大

舘

町

一

四

四

町

歩

塩

田

団

平

農

業

平

鹿

郡

沼

舘

町

二

三

八

町

歩

池

田

亀

治

銀

行

業

仙

北

郡

刈

和

野

町

一

四

二

町

歩

小
作
人

五
六
人

三
六

O
人

ニ
九
五
人

一O
二
人

五
0 

秋
岡
信
託
の
大
株
主
（
三

O
O株
以
上
）
に
は
、
大
地
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
が
一
八
人
の
多
き
を
数
え
た
が
、
そ
の
う

ち
の
塩
田
と
池
回
が
委
託
者
に
登
場
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
（
莱
盛
倉
松
は
ニ
六
O
株
で
は
あ
る
が
〉
。
『
人
事
興
信
録
』
に
記
載
さ

れ
て
い
る
の
も
、
塩
田
、
池
田
と
掛
札
久
右
衛
門
主
ロ
治
の
長
男
）
、
栗
盛
順
士
ロ
ハ
栗
盛
倉
松
の
次
男
〉
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
『
商

工
信
用
録
』
で
補
充
し
て
み
た
の
が
次
の
委
託
者
で
あ
る
。

戦前期信託会社の不動産信託。

昭
和
二
年
一
一
月

ハ
五
五
版
）

委
託
者

池
田
亀
治

掛
札
吉
治

套
沼
銀
次
郎

栗
盛
鉄
蔵
・
倉
松

佐
藤
佐
吉

斉
藤
豊
一

北
潟
茂
吉

塩
田
団
平

職
業

会
社
員

貸
金

米
穀
薪
炭
雑
穀

貸
金

酒
醤
油
味
噌

地
主

醤
油
味
噌

地
主
兼
会
社
員

住

所

仙
北
郡
刈
和
野
町

平
鹿
郡
績
手
町

秋
田
市
西
根
小
屋
町

北
秋
田
郡
大
鎗
町

秋
田
市
四
十
間
細
川
端

由
利
郡
平
沢
町

秋
田
市
川
反

平
鹿
郡
沼
舘
町

正
味
身
代

X
 

G
 

N
 

L G F N 
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昭
和
二
年
一
一
月

（
七
三
版
）

掛

札

久

右

衛

門

貸

金

平

鹿

郡

横

手

町

H

栗

盛

順

士

ロ

地

主

北

秋

田

郡

大

舘

町

H

菊

池

鶴

松

酒

造

南

秋

田

郡

五

城

目

町

X

（
菱
沼
銀
次
郎
、
北
潟
茂
吉
、
塩
田
国
平
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
省
略
）

64 

右
記
で
正
味
身
代

F
は
七
五

l
一
O
O万
円
、

G
は
五

O
I七
五
万
円
、

L
は
一
五
J

ニ
O
万
円
、

N
は
七
・
五

l
一
O
万
円
、

P
は
三
・
五

1
五
万
円
、

X
は
未
詳
を
表
し
て
い
る
〈
五
五
版
の
場
合
で
、
七
三
版
は
不
詳
）
。

『
商
工
信
用
録
』
に
記
載
さ
れ
る
ほ
ど
な
ら
、
地
元
で
も
名
を
知
ら
れ
る
人
々
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
委
託
者
全
体
か
み
れ
ば
ほ
ん

の
数
%
し
か
身
元
が
把
握
で
き
な
い
。
残
り
は
地
元
の
中
小
地
主
、
商
工
業
者
た
ち
で
い
わ
ゆ
る
地
元
の
資
産
家
と
呼
ぶ
べ
き
人
々

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（1
〉
秋
田
信
託
の
「
信
託
不
動
産
記
入
帳
」
は
、
回
、
畑
、
原
野
、
山
林
、
宅
地
、
建
物
の
六
種
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
取
引
の
発
生

順
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
と
の
よ
う
に
各
種
目
別
に
区
分
す
る
の
は
珍
し
い
と
恩
わ
れ
る
。
住
友
信
託
の
場
合
は
、
明
細
帳
の
記
載
が
契
約
内

容
と
取
引
経
過
と
双
方
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
結
果
的
に
明
細
表
で
あ
っ
て
も
契
約
ど
と
の
取
引
内
容
が
把
鍾
さ
れ
た
。
し
か
し
会
契
約
を

取
引
発
生
順
に
把
握
す
る
乙
と
は
き
わ
め
て
煩
雑
で
あ
り
、
困
難
と
い
え
る
。
秋
田
の
場
合
は
、
六
種
に
分
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
逆
に
全
体

の
取
引
経
過
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
六
積
を
合
体
さ
せ
て
時
系
列
に
組
み
替
え
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
各
人
別
に
把
握
す
る
に
は
六
種
か
ら
一

人
ず
つ
抽
出
し
て
時
系
列
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

〈2
〉
「
記
入
帳
」
の
一
連
番
号
で
は
＝
二
口
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
一

O
一
番
が
記
載
な
く
欠
番
と
恩
わ
れ
る
。

（3
〉
三
取
引
記
録
で
は
解
約
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
取
引
記
録
が
確
認
で
き
る
限
り
で
整
理
し
た
。
途
中
で
古
い
契
約
を
転
記
し
て
い

る
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
も
そ
の
時
点
ま
で
存
続
し
て
い
た
証
拠
と
な
る
。
取
引
増
減
、
転
記
な
ど
存
続
し
て
い
た
証
拠
が
あ
れ
ば
、
そ
の
最
終

記
録
で
計
算
し
た
。
な
お
、
年
数
は
概
算
で
あ
る
。

ハ
4
〉
「
五
十
町
歩
以
よ
ノ
大
地
主
」
（
康
商
務
省
農
務
局
調
査

－
』
一
九
O
頁
以
下
怠
照
。

大
正
二
二
年
）
渋
谷
隆
一
一
編
『
大
正
昭
和
日
本
全
国
資
産
家
地
主
資
料
集
成



2

近
江
信
託
｜
｜
不
動
産
信
託
の
比
重
が
小
さ
い
事
例

ハ
1
）
同
社
の
不
動
産
信
託
の
推
移

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
一
二
月
に
設
立
さ
れ
た
近
江
信
託
は
、
資
本
金
五

O
O万
円
（
払
込
一
二
五
万
円
）
で
秋
田
信
託
よ
り

資
本
金
が
大
き
か
っ
た
が
、
信
託
財
産
の
規
模
で
は
半
分
以
下
が
長
く
続
き
、
戦
時
体
制
末
期
に
よ
う
や
く
逆
転
す
る
。
第
臼
表
に

み
る
通
り
、
金
銭
信
託
主
体
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
太
平
洋
戦
争
の
少
し
前
か
ら
有
価
証
券
信
託
が
増
加
し
始
め
る
こ
と
は
秋
田
信
託

と
同
様
で
あ
る
が
、
不
動
産
信
託
の
比
重
は
秋
田
と
違
っ
て
僅
か
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
江
信
託
で
は
昭
和
六
l
九
年
に
七
万

円
前
後
が
続
き
、
九
年
に
一
五
万
円
に
増
加
し
て
信
託
財
産
に
占
め
る
比
重
が

一
時
的
に
九
%
に
達
す
る
が
、
以
後
不
動
産
信
託
の

受
託
高
は
横
這
い
、
信
託
財
産
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
不
動
産
信
託
の
比
重
は
低
下
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。
秋
田
信
託
で
も
金
銭
信

託
の
増
加
に
不
動
産
信
託
は
追
随
で
き
ず
、
三
%
台
に
ま
で
後
退
し
た
が
、
近
江
信
託
で
は

0
・
三
%
に
ま
で
後
退
し
た
。
要
す
る

に
、
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
近
江
信
託
は
、
す
で
に
第
3
表
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
地
方
信
託
の
う
ち
で
も
不
動
産
信
託
が
非
発
展
の

部
に
属
し
て
い
～
日
。
僅
か
で
あ
っ
て
も
そ
の
受
託
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う。

戦前期信託会社の不動産信託

な
お
、
近
江
信
託
は
昭
和
二

O
年
七
月
、
親
銀
行
と
い
う
べ
き
滋
賀
銀
行
に
合
併
さ
れ
、
本
店
信
託
部
が
設
け
ら
れ
、
不
動
産
信

託
も
引
き
継
が
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
滋
賀
銀
行
も
当
局
の
信
託
専
業
化
方
針
に
し
た
が
い
、
信
託
業
務
を
廃
止
す
る
が
、
不
動
産
信

（

2
V
 

託
が
い
つ
消
滅
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

〈

1
）
近
江
信
託
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
拙
稿
「
滋
賀
県
信
託
業
の
成
立
と
そ
の
経
営
｜
近
江
信
託
を
中
心
と
し
て
」
『
信
託
』
一
五
一
号
、
昭

和
六
二
年
八
月
が
あ
り
、
そ
の
中
で
不
動
産
信
託
は
僅
か
な
が
ら
触
れ
て
あ
る
。
本
稿
は
よ
り
考
察
を
深
め
て
い
る
。

（
2
〉
『
滋
賀
銀
行
五
十
年
史
』
（
昭
和
六
O
年
〉
に
よ
れ
ば
、
「
当
行
も
昭
和
三
八
年
四
月
一
回
以
降
、
各
種
信
託
の
新
規
受
け
入
れ
を
停
止
し
、

四
O
年
三
月
二
六
日
を
も
っ
て
信
託
勘
定
を
閉
鎖
し
た
。
そ
の
際
、
中
央
信
託
と
提
携
し
て
、
四
O
年
三
月
二
六
日
以
降
に
期
限
の
到
来
す
る

65 



も
の
に
つ
い
て
は
、
希
望
に
応
じ
て
同
行
に
斡
旋
す
る
な
ど
、
取
引
先
の
便
宜
を
図
っ
た
」

銭
信
託
、だ
け
が
残
っ
て
い
た
か
ら
、
不
動
産
信
託
は
皐
く
も
消
滅
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

（
五
六
九
頁
）
と
あ
る
。
廃
止
時
点
で
は
指
定
金

6，。

〈単位：千円〉

決算期｜金銭信託｜金外信託｜嬬｜鱒 言豊富l*tZtl計(B) 

3. 5 353 1 15 368 
11 473 10 537 33 1,055 

4. 5 i~~ 5 9 33 
ig~ 11 20 3 17 1. 7 

5. 5 1,214 18 45 3.5 1,278 
11 1,364 22 43 3.0 1,429 

6. 5 1,430 21 43 2.9 1,:: 
11 1,461 114 71 4.3 1, 

7. 5 1,356 25 1 70 4.8 1,453 
11 1,301 17 1 70 5.0 1,390 

8. 5 l，羽4 5 4 66 4.8 1,370 
11 1,457 1 4 75 4.9 1,537 

9. 5 ~'. 410 9 l~~ 4.8 1,492 
11 ,513 9 9.3 1,681 

10. 5 l , ~g~ : ~国46 8.2 k~ 11 1, 7.1 

11. 5 ~：~~ 10 140 6.g 2,340 
11 25 10 141 5. 2,449 

12. 5 ~：~~~ :: a 143 5.~ 2，~~~ 11 143 4. 2, 

13. 5 ~： g~~ 33 ~6 147 4.9 ：：~~~ 11 33 147 4.6 

14. 5 !:l却31 
33 16 ~~g 4.1 ！：~~~ 11 33 16 3.1 

15. 5 ~:!n 985 11 148 2.4 ~： 2凶s:11 1,451 16 144 2.0 

16. 5 ~: 216 ~:i: ~ 144 1. 7 
1i::~g 11 613 140 1.3 

17. 5 
1i:i伺11 ~：~~： :~ ~: 1.2 

g:i~i 11 1.1 

18. 5 ~~: i~: ！：~~~ ！~~ 114 0.7 
~i:~~i 9 114 0.6 

19. 3 ~~： 8羽侃7 ~： t'η 13 
478 114 0.4 ~~: fi~ 9 669 114 0.4 

20. 3 30,248 7,149 725 105 0.3 38,229 

近江信託の信託財産推移第13表

営業報告書より計算の上作成。千円未満切捨て。〔備考〕



〈

2
〉
不
動
産
信
託
の
分
析

近
江
信
託
で
は
「
土
地
及
其
定
著
物
ノ
信
託
記
入
帳
」
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
住
友
信
託
の
「
明
細
表
」

「
記
入
帳
」
と
い
っ
て
も
秋
田
信
託
と
は
異
な
っ
た
形
式
の
た
め
、
若
干
の
こ
と

の
よ
う
に
正
確
な
内
容
は
知
り
得
な
い
。
た
だ
、

は
把
握
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
委
託
者
、
受
益
者
、
信
託
目
的
、
契
約
目
、
満
期
日
、
期
間
、
解
約
日
、
物
件
内
容
（
所
在
地
、
種

類
、
価
額
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
物
件
内
容
で
は
回
、
畑
、
原
野
、
山
林
、
宅
地
、
建
物
な
ど
受
託
物
の
種
類
表
示
の
み

で
、
種
類
ご
と
の
数
量
、
金
額
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
委
託
者
は
全
期
聞
を
通
じ
て
わ
ず
か
一
六
人
に
過
ぎ
ず
、
記
掛
以
内
容
の
す

べ
て
を
示
し
た
の
が
第
M
表
で
あ
る
。

第
一
に
、
親
権
者
、
後
見
人
、
財
産
管
理
者
な
ど
を
設
け
て
い
る
ケ
l
ス
が
七
人
で
、

一
六
人
の
約
半
分
で
あ
っ
た
。
第
M
表
に

は
示
し
て
い
な
い
が
、
受
益
者
に
つ
い
て
と
く
に
指
定
し
て
い
る
ケ
l
ス
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
、
次
の
四
人
で
あ
る
。

戦前期信託会社の不動産信託

番

号

受

託

者

四
｜
一
浦
谷
善
之
助

五
｜
三
山
本
ふ
さ

八
｜
一
小
原
馬
吉

一

oー
一
喜
多
安
兵
衛

受
益
者

元
本
l
本
人
、
収
益
l
本
人
、
浦
谷
つ
る
、
浦
谷
起
努

元
本
｜
本
人
、
収
益
1
本
人
、
山
本
阿
い

元
本
｜
小
原
巌
夫
、
収
益
｜
本
人

喜
多
勇
治
郎

受
益
者
を
ど
の
よ
う
に
で
も
指
定
で
き
る
の
が
信
託
の
利
点
で
あ
る
が
、

一
六
日
の
中
で
は
多
い
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
全
契
約
と

も
管
理
目
的
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
受
託
が
創
業
後
聞
も
な
い
昭
和
四
1
六
年
に
八
口
が
集
中
し
、
以
後
散
発
的
な
受
託
で
あ
る
。
ま
っ
た
〈
受
託
の
な
い

年
、
た
と
え
ば
三
、
七
、

.i7 

一八、

一
九
年
が
そ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
不
動
産
信
託
を
依
頼
す
る
者
は
、
同
社
に
と

一四、

一五、



番号｜ 委 託 者 ｜契約日｜満期日

4・1浦谷替の助 4伺10170809 

財産管理者浦谷起努

4・2松田初子 41018 91017 

親権者松田金三郎

4-3 森口りん 41029 91028 

5・1絞貫三千雄 41219 141218 

親権者鞍貫千代子

5-2 岡本正勝 501伺 200107 

親指E者向本モト

5-3 山本ふさ 50118 200118 

8-1 小原馬吉 61118 361118 

8-2 小原 美禰 61118 361118 

11-1 西村たつ 80327 130327 

12-1 森田伊三郎 8回26110826 

14-1 中村修三 90810 390810 

続権者中村泰蔵

同上（追加） 101206 390810 

同上（追加） 110915 390810 

19-1 海村健子 120412 320412 

後見人中棒トク

第14表近江信託の不動産信託

期間｜解約日｜ 物 件

13年 80901 中途解約 田，焔，原野

5年 191205 満期解約 回，畑，原野，宅

地

5年 80114 中途解約 原野，宅地，建物

10年 200227 満期解約 田，宅地

15年 161029 中途解約 宅地，建物

15年 101023 向上 宅地，建物

30年 180219 中途解約 国，畑，宅地，建

物

30年 180219 同上 閏，畑

5年 180405 満期解約 悶，畑，宅地，建物

3年 ー部中途解約 田，畑，山林，宅

地，建物

30年 向上 宅地，建物

28年4月余 建物

27年10月余 建物

20年 宅地，建物

価額

3,590 

3,920 

9,825 

15,980 

8,760 

6，α）（） 

23,105 

5,415 

5,270 

12,431 

90,075 

l，αm 
1,950 

1,760 

〈単位：円〉

所 在 地

野洲郡速野村大字木浜

栗太郡老上村大字矢橋

滋賀郡膳所町大字中庄

栗太郡老上村大字矢橋

大津市川口町

大津市西今嵐町

蒲生郡武佐村大字長光

寺外

同上

大湾市神出字西大路外

坂田郡法性寺村大字長

沢外

大津市松本字松ケ枝外

大津市寺町外

大湾市松本字侮林

甲賀郡下田村字門脇

。。
抽
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っ
て
も
珍
し
い
顧
客
で
あ
っ
た
ろ
う
。

第
三
に
、
契
約
期
間
は
概
し
て
長
期
で
あ
っ
た
。
三

O
年
が
四
口
、
ニ

O
年
一
口
、

年
三
日
、
三
年
一
口
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

一
五
年
以
上
回
口
、

一
O
年
以
上
三
口
、

五

戦前期信託会社の不動産信託

一
O
年
以
上
を
と
れ
ば
一
二
口
、
七
五
%
で
、
秋
田
信
託
よ
り
長
期
の
比
重
が
高
い
。

た
だ
、
解
約
例
九
日
の
う
ち
、
満
期
解
約
は
三
口
、
中
途
解
約
が
六
口
、
そ
の
ほ
か
に
一
部
解
約
が
二
口
あ
る
の
で
、
長
期
に
契
約

し
て
も
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
解
約
日
が
判
明
す
る
九
ロ
に
注
目
し
て
現
実
の
信
託
期
聞
を
み

る
と
、

一
六
年
、

一
五
年
、

二
年
三
口
、

一O
年、

五
年
、

四
年
二
口
と
な
り
、

一
O
年
以
上
が
六
日
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
長

期
間
信
託
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
い
え
よ
う
。

第
四
に
、
信
託
価
額
は
中
村
修
三
の
九
万
余
円
が
最
大
で
、
続
い
て
一
万
円
を
超
え
る
契
約
は
三
口
だ
け
で
あ
る
。
秋
田
で
み
た

よ
う
な
三

O
万
円
近
い
大
口
と
は
ほ
ど
遠
く
、
す
べ
て
が
小
額
で
あ
る
。

第
五
に
、
物
件
内
容
で
は
大
津
市
内
の
宅
地
・
建
物
の
受
託
が
岡
本
正
勝
、
山
本
ふ
さ
、
中
村
修
三
、
佐
々
木
市
郎
、
八
幡
町
の

喜
多
安
兵
衛
が
純
然
た
る
市
街
地
信
託
と
い
え
、
日
野
町
の
西
国
吉
太
郎
、
膳
所
町
の
森
口
り
ん
も
市
街
地
信
託
の
可
能
性
が
あ

69 



お
そ
ら
く
宅
地
・
建
物
が
大
部
分
を
占
め
、
同
社
の
場
合
は
市
街
地
信
託
中
心
と
い
っ
て
差
し
支

え
な
か
ろ
う
。
そ
れ
以
外
で
は
田
、
畑
、
原
野
、
山
林
の
受
託
が
山
農
村
部
に
若
干
み
ら
れ
る
。
し
か
し
琵
琶
湖
東
岸
に
広
が
る
平

野
部
に
は
、
回
、
畑
が
多
く
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
不
動
産
信
託
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
僅
か
で
あ
っ
た
。

る
。
延
ベ
ニ

O
万
円
余
の
う
ち
、
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五
信
託
会
社
に
お
け
る
不
動
産
信
託
の
意
義

以
上
の
考
察
で
解
明
で
き
た
不
動
産
信
託
の
実
態
に
つ
い
て
、
若
干
の
補
充
を
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
不
動
産
信
託
が
信
託
会
社
の
受
託
残
高
に
お
け
る
比
重
は
確
か
に
小
さ
い
。
金
銭
信
託
の
飛
躍
的
な
発
展
と
対
比
す
る

と
き
、
不
動
産
信
託
の
伸
び
は
都
市
大
信
託
で
は
若
干
あ
る
も
の
の
相
対
的
に
は
遅
れ
、
地
方
信
託
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ

一
九
三

0
年
代
は
非
発
展
的
、
な
い
し
は
停
滞
・
縮
小
的
と
さ
え
い
え
る
時
期
で
あ
っ
た
。
戦
時
体
制
期
に
多
少
盛
り
返
す
と
は
い

え
、
金
銭
信
託
と
は
比
較
に
な
ら
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
信
託
財
産
に
お
け
る
比
重
は
、
計
数
的
に
証
明
可
能
で
あ
る
が
、
信
託
会

社
経
営
に
お
け
る
意
義
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
顧
客
へ
の
信
託
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
質
的
問
題
だ
け
で
な
く
、
不
動
産
信
託
の

信
託
報
酬
の
大
き
さ
が
経
営
に
ど
れ
だ
け
貢
献
し
た
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
本
稿
の
三
社
を
検
討
し
て
み
た

が
、
会
社
全
体
の
信
託
報
酬
額
は
分
か
っ
て
も
、
信
託
種
類
ご
と
の
信
託
報
酬
は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
不
動
産
信
託
だ
け
の
信
託
報

酬
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
住
友
信
託
の
み
不
動
産
信
託
の
信
託
報
酬
率
を
個
別
契
約
毎
に
知
り
う
る
の
で
、
個
別
契
約
を

積
算
し
て
い
け
ば
推
算
が
不
可
能
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
計
算
は
煩
雑
で
あ
り
、
事
実
上
推
算
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
不

動
産
信
託
の
信
託
報
酬
が
そ
の
業
務
の
成
果
を
表
す
指
標
だ
と
し
て
も
、
残
念
な
が
ら
本
稿
の
考
察
に
よ
っ
て
も
業
績
へ
の
貢
献
度

は
証
明
で
き
な
い
。
残
高
か
ら
想
像
す
る
限
り
経
営
上
の
重
要
な
収
益
源
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
金
銭
信
託
よ
り
も
個
別
的
な
管
理
に

要
す
る
手
数
と
時
閣
を
思
え
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
木
動
産
信
託
の
経
営
上
の
意
義
は
低
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。



第
二
に
、
意
義
が
少
な
い
と
は
い
え
、
信
託
会
社
に
不
動
産
信
託
の
受
託
実
績
が
あ
る
以
上
、

い
か
な
る
信
託
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ

れ
て
い
た
の
か
は
、
依
然
と
し
て
解
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
の
実
証
的
分
析
は
、
三
社
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

受
託
実
績
の
具
体
的
姿
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
は
ず
で
あ
る
。

住
友
の
事
例
は
大
阪
と
い
う
大
都
市
立
地
の
不
動
産
信
託
の
姿
を
表
し
、
宅
地
・
建
物
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
市
街
地
信
託
の

事
例
で
あ
っ
て
、
京
阪
神
地
区
の
資
産
家
の
信
託
で
あ
っ
た
。
管
理
目
的
中
心
で
は
あ
る
が
、
処
分
目
的
が
付
随
し
て
い
る
こ
と
が

少
な
か
ら
ず
あ
り
、
長
期
に
わ
た
る
大
口
契
約
が
主
体
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
住
友
に
も
、
受
託
物
件
の
中
に
は
田
畑
、
山
林
・
原

野
も
あ
る
が
、
宅
地
・
建
物
の
受
託
規
模
か
ら
い
え
ば
例
外
的
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
多
数
箇
所
の
不
動
産
を
委
託
す
る
大
口
契
約

者
が
い
て
、
そ
れ
ら
が
貸
地
・
貸
家
の
管
理
を
委
託
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
他
方
で
は
親
権
者
・
後
見
人
・
女
名
義
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
な
財
産
管
理
能
力
の
欠
如
な
い
し
不
足
の
た
め
の
委
託
も
か
な
り
あ
っ
て
、
信
託
需
要
が
そ
れ
な
り
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

戦前期信託会社の不動産信託

秩
回
の
事
例
は
、
地
方
信
託
と
い
っ
て
も
東
北
農
業
地
帯
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
地
方
信
託
金
体
に
一
般
化
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
も
秋
田
市
内
で
こ
そ
宅
地
・
建
物
の
信
託
が
あ
る
も
の
の
、
郡
部
で
農
地
、
と
く
に
因
の
信
託
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と

に
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
従
来
、
農
地
の
信
託
は
大
蔵
当
局
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
が
、
同
社
の
実
態

「
禁
止
」
と
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た

と
の
証
言
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
秩
田
信
託
で
の
農
地
信
託
が
昭
和
初
期
に
多
額
に
み
ら
れ
る
事
実
は
、
農
地
信
託
の
禁
止
H
不

は
通
説
に
大
き
く
反
し
て
い
る
。
た
し
か
に
同
社
の

O
B
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
も
、

動
産
信
託
不
振
の
理
由
説
明
に
窮
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
秋
田
信
託
が
実
際
に
行
っ
た
不
動
産
信
託
が
、
ど
の
よ
う
な
内
突

を
備
え
て
い
た
の
か
、
す
な
わ
ち
、
同
社
が
委
託
者
H
地
主
に
代
わ
っ
て
小
作
料
の
収
受
を
含
め
、
小
作
人
と
対
応
し
て
い
た
の
か

が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
帳
簿
か
ら
は
説
明
の
材
料
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
秋
田
の
事
例
で
浮
か
ん
で
き
た
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つ
ま
り
物
件
の
追
加
・
一
部
解
除
が
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
管
理
信
託
が
H

い
っ
た
ん
不
動

産
を
受
託
す
る
と
長
期
間
変
動
な
く
管
理
す
る
だ
け
u

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
不

の
は
、
不
動
産
信
託
の
変
動
、
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動
産
の
所
有
関
係
が
変
動
（
不
動
産
売
買
か
？
）
す
れ
ば
、
管
理
物
件
の
内
容
に
変
更
を
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
別
言
す
れ

ば
、
農
地
信
託
が
多
い
秋
田
県
で
、
農
地
の
所
有
関
係
の
移
動
が
多
い
こ
と
の
間
接
的
証
拠
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
秋
田
の
事
例
は
、

大
地
主
が
こ
ぞ
っ
て
信
託
し
た
わ
け
で
な
く
、
岡
県
大
地
主
の
う
ち
ご
く
一
部
し
か
不
動
産
信
託
を
し
て
い
な
い
。
大
地
主
で
不
動

産
信
託
を
す
る
者
と
、
無
関
心
な
者
と
の
相
違
は
何
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
や
は
り
地
主
層
が
不
動
産
信
託
に
何
を
期
待
し
た

の
か
の
問
題
に
ふ
た
た
び
帰
る
こ
と
に
な
る
。

近
江
の
事
例
は
先
進
経
済
地
域
に
お
け
る
不
動
産
信
託
で
あ
る
が
、
受
託
規
模
が
小
さ
く
、
同
社
は
不
動
産
信
託
に
は
消
極
的
な

対
応
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
社
所
在
地
の
大
津
市
で
は
宅
地
・
建
物
の
信
託
が
主
で
あ
る
が
、
少
な
い
と
は
い
え
郡
部
か
ら
農

地
の
信
託
も
多
少
み
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
不
動
産
信
託
で
は
、
信
託
契
約
が
長
期
で
あ
り
、
利
殖
目
的
の
金
銭
信
託
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
委
託
物

件
の
管
理
を
長
期
間
に

E
っ
て
依
頼
す
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
金
銭
信
託
の
よ
う
に
取
り
あ
え
ず
二
年
〈
あ
る
い
は
五
年
〉
委
託
し

て
様
子
を
み
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
か
ら
長
期
間
の
管
理
を
前
提
と
し
て
お
り
、
満
期
に
延
長
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
数
十
年
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、
現
実
に
は
途
中
で
事
情
変
更
の
た
め
中
途
解
約
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
当

初
か
ら
そ
の
積
も
り
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
敗
戦
後
の
環
境
激
変
が
な
け
れ
ば
長
期
の
契
約
が
守
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
敗
戦
と
い
う
条
件
が
不
動
産
信
託
に
と
っ
て
、
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
財
団
法
人
ト
ラ
ス
ト
六

O
の
援
助
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
帳
簿
の



利
用
に
つ
い
て
は
、
所
蔵
の
住
友
信
託
銀
行
、
秋
田
銀
行
、
滋
賀
銀
行
の
ご
厚
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
併
せ
て
お
礼
申
し

上
げ
る
。
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